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ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
い
て
態
度
論
と
並
ん
で
影
響
力
の
あ
る
理
論
と
さ
れ
る
の
が
、
戦
略
的
行
動
論
（
の
再
胃
①
胃
日
○
屋
）
で

あ
る
。
戦
略
的
行
動
論
と
は
、
司
法
部
門
・
裁
判
官
が
自
ら
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
、
所
与
の
制
度
下
で
、
他
の
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
予

測
し
な
が
ら
行
動
す
る
と
の
議
論
で
あ
る
。
司
法
部
門
・
裁
判
官
の
目
的
と
し
て
は
、
多
く
の
研
究
で
政
策
目
標
が
想
定
さ
れ
、
こ
の
点
に

つ
い
て
は
態
度
論
と
共
通
し
て
い
る
。
戦
略
的
行
動
論
が
態
度
論
と
大
き
く
異
な
る
の
は
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
は
、
連
邦
議
会
に
よ
る
立

法
・
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
実
質
的
に
覆
さ
れ
う
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自
ら
の
判
決
が
覆
さ
れ
る
リ
ス
ク
に

直
面
し
た
司
法
部
門
が
、
判
決
が
覆
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
つ
つ
可
能
な
限
り
自
ら
の
政
策
目
的
を
追
求
し
よ
う
と
戦
略
的
に
行
動
す
る
と

（
肥
）

い
う
の
が
、
戦
略
的
行
動
論
の
骨
子
と
い
え
る
。

号
の
弓
冒
と
【
ロ
億
頁
の
定
式
化
に
よ
れ
ば
、
戦
略
的
行
動
論
と
は
、
裁
判
官
は
⑩
何
ら
か
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
行
動
し
て
お
り
、

②
裁
判
官
は
そ
の
目
的
を
実
現
す
る
に
あ
た
っ
て
他
の
関
係
す
る
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
考
慮
し
て
お
り
、
③
裁
判
官
と
他
の
ア
ク
タ
ー
と
の

政
治
学
に
お
け
る
司
法
部
門
研
究
の
現
状
と
課
題

二
・
二
司
法
部
門
の
戦
略
的
行
動

二
・
二
・
一
戦
略
的
行
動
論

井
関
竜
也

(二）
●

完
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ま
た
、
同
時
期
の
研
究
と
し
て
、
屏
胃
己
鴨
に
よ
る
研
究
日
の
目
烏
①
乞
巴
巽
ら
巴
豆
も
挙
げ
ら
れ
る
。
屏
胃
己
鴨
は
、
司
法
部
門
が

判
決
を
下
し
、
そ
れ
に
対
し
て
委
員
会
が
判
決
を
覆
す
法
案
を
提
出
す
る
か
ど
う
か
を
決
め
、
法
案
が
提
出
さ
れ
た
場
合
に
は
議
会
が
法
案

を
通
過
さ
せ
る
か
ど
う
か
を
決
定
し
、
法
案
が
通
過
し
た
場
合
に
は
大
統
領
が
拒
否
権
行
使
の
有
無
を
決
定
す
る
、
と
い
う
過
程
を
数
理
モ

デ
ル
化
し
、
委
員
会
・
議
会
・
大
統
領
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
配
置
に
応
じ
て
司
法
部
門
が
そ
の
行
動
を
変
化
さ
せ
る
と
予
測
し
た
。
そ
の
う
え

で
、
公
民
権
問
題
を
は
じ
め
と
す
る
諸
問
題
と
そ
れ
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
過
程
追
跡
し
、
各
争
点
に
対
す
る
連
邦
最
高
裁
の
立

場
と
そ
の
変
化
を
、
時
代
ご
と
の
当
該
争
点
に
関
係
す
る
委
員
会
・
議
会
・
大
統
領
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
配
置
か
ら
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
研
究
を
受
け
、
戦
略
的
行
動
論
を
体
系
化
し
た
の
が
、
冒
頭
に
挙
げ
た
層
の
国
口
と
【
昌
瞥
員
ら
§
で
あ
る
。
胃
の
蔚
冒
と

（
Ⅳ
）

園
后
耳
に
よ
れ
ば
、
連
邦
最
高
裁
の
判
決
は
法
改
正
に
よ
っ
て
実
質
的
に
覆
さ
れ
う
る
以
上
、
合
衆
国
憲
法
の
定
め
る
権
力
分
立
関
係
の

下
、
議
会
と
大
統
領
と
の
合
意
な
く
し
て
連
邦
最
高
裁
は
実
質
的
な
政
策
変
更
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
は
立
法
過
程
に

関
係
は
制
度
に
規
定
さ
れ
る
、
と
す
る
考
え
方
で
あ
る
（
智
里
の
旨
陣
容
侭
ぼ
ら
当
ゞ
呂
邑
。
こ
の
う
ち
、
裁
判
官
が
他
の
裁
判
官
の
行
動
を

考
慮
し
て
行
動
す
る
と
す
る
議
論
は
内
的
戦
略
的
行
動
論
（
目
の
尉
邑
の
茸
胃
の
四
○
日
○
量
）
と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
裁
判
官
が
司
法
部
門
外

の
ア
ク
タ
ー
、
特
に
議
会
の
判
決
に
対
す
る
反
応
を
考
慮
し
て
判
決
を
下
す
と
い
う
る
と
す
る
議
論
は
、
外
的
戦
略
的
行
動
論
（
の
嵐
の
日
巴

胃
呉
①
四
Ｏ
Ｂ
Ｏ
屋
）
ま
た
は
権
力
分
立
モ
デ
ル
（
の
ｇ
胃
昌
ｏ
ｐ
Ｏ
甘
○
雪
閂
の
日
○
せ
《
８
勺
日
○
量
）
と
呼
ば
れ
る
。
内
的
戦
略
的
行
動
論
は
、
導
き

出
す
予
測
が
態
度
論
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
た
め
、
以
下
で
は
主
に
外
的
戦
略
的
行
動
論
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
と
す
る
。

戦
略
的
行
動
論
に
つ
な
が
る
最
初
期
の
研
究
に
、
の
①
ご
と
ぎ
筐
①
Ｈ
に
よ
る
研
究
お
の
々
倖
普
房
烏
↓
ら
ｇ
あ
昌
①
壗
倖
序
言
ら
§
が
挙
げ

ら
れ
る
。
の
①
辱
と
普
筐
閏
は
、
連
邦
最
高
裁
が
判
決
を
通
じ
て
何
等
か
の
政
策
形
成
を
行
っ
た
際
に
、
議
会
は
法
改
正
に
よ
っ
て
当
該
政

策
を
変
更
で
き
る
と
す
る
前
提
に
立
つ
。
そ
の
前
提
に
基
づ
き
、
二
次
元
の
政
策
空
間
モ
デ
ル
を
用
い
て
、
下
院
・
上
院
．
（
拒
否
権
を
持

つ
）
大
統
領
の
三
者
が
政
策
変
更
に
合
意
で
き
な
い
領
域
内
で
最
も
自
ら
の
理
想
点
に
近
い
位
置
の
判
決
を
連
邦
最
高
裁
が
下
す
と
す
る
理

論
を
提
示
し
た
。
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比
較
政
治
学
上
の
受
容

司
法
部
門
の
判
決
は
議
会
な
ど
他
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
う
る
と
い
う
前
提
に
立
ち
、
判
決
を
覆
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
し
よ
う
と

司
法
部
門
が
戦
略
的
行
動
を
取
る
と
す
る
研
究
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
以
外
の
国
や
地
域
を
対
象
と
し
た
研
究
に
も
存
在
し
て
い
る
。

そ
の
代
表
例
は
、
弓
の
ｇ
①
房
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
理
論
言
の
ｇ
①
房
ゞ
呂
己
で
あ
ろ
う
。
弓
の
①
蔚
房
は
、
そ
の
合
意
が
な
け
れ
ば
政
策

変
更
を
行
え
な
い
、
す
な
わ
ち
政
策
提
案
を
拒
否
す
る
権
限
を
持
つ
政
策
ア
ク
タ
ー
を
「
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
」
と
名
付
け
、
す
べ
て
の
拒

否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
政
策
変
更
に
合
意
で
き
る
と
き
に
の
み
、
政
策
変
更
が
可
能
で
あ
る
と
の
理
論
を
提
示
し
た
。
こ
の
理
論
は
、
司
法
部

関
与
す
る
他
の
政
府
部
門
、
具
体
的
に
は
委
員
会
・
議
会
・
大
統
領
の
行
動
を
予
測
し
、
判
決
を
下
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
、
そ
れ

以
前
の
研
究
が
完
全
完
備
情
報
ゲ
ー
ム
を
用
い
、
連
邦
最
高
裁
は
当
然
に
他
の
ア
ク
タ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
配
置
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と

仮
定
し
て
い
た
の
と
異
な
り
、
連
邦
最
高
裁
が
他
の
ア
ク
タ
ー
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
予
測
す
る
方
法
に
つ
い
て
議
論
を
行
っ
た
の
も

厚
の
討
冒
と
【
巳
四
宮
の
特
徴
と
い
え
る
。
具
体
的
に
は
、
メ
デ
ィ
ア
に
よ
る
報
道
と
、
裁
判
に
お
け
る
意
見
書
の
提
出
が
、
連
邦
最
高
裁

が
、
そ
の
手
段
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

実
証
面
で
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
け
る
戦
略
的
行
動
論
に
大
き
く
貢
献
し
た
研
究
と
し
て
、
国
胃
く
亀
と
甸
凰
８
日
目
の
研
究

（
爵
ｇ
ｇ
陣
甸
鳥
目
曽
画
ｇ
ｅ
が
挙
げ
ら
れ
る
。
後
に
詳
し
く
検
討
す
る
通
り
、
同
研
究
は
、
戦
略
的
行
動
論
に
は
実
証
上
の
根
拠
が
乏

し
い
と
す
る
態
度
論
側
か
ら
の
批
判
に
対
し
再
反
論
を
試
み
て
い
る
。
こ
の
研
究
で
は
、
従
来
の
司
法
行
動
論
研
究
で
多
用
さ
れ
て
き
た
判

決
単
位
の
分
析
で
は
な
く
、
八
七
年
か
ら
二
○
○
○
年
に
制
定
さ
れ
た
全
て
の
議
会
制
定
法
を
対
象
に
、
そ
の
後
違
憲
判
決
の
対
象
と
な
っ

た
か
ど
う
か
を
定
量
的
に
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
共
和
党
の
議
会
多
数
派
獲
得
に
よ
り
、
議
会
と
連
邦
最
高
裁
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
距
離

が
接
近
し
て
以
降
、
違
憲
判
決
が
増
加
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
函
胃
ぐ
ｇ
と
印
］
且
白
目
は
こ
の
結
果
を
、
議
会
が
判
決
に
合
意
し
や

す
い
時
期
に
連
邦
最
高
裁
が
よ
り
多
く
の
違
憲
判
決
を
出
し
た
結
果
で
あ
り
、
戦
略
的
行
動
論
を
裏
付
け
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
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し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
弓
陥
蔚
房
は
司
法
部
門
を
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
と
は
位
置
付
け
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
多
く

の
場
合
、
司
法
部
門
を
構
成
す
る
裁
判
官
は
議
会
を
は
じ
め
と
す
る
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
任
命
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
司

法
部
門
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
中
間
に
位
置
す
る
こ
と
に
な
り
、
司
法
部
門
は
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ

て
「
吸
収
さ
れ
る
（
号
の
○
号
①
ｅ
」
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。

弓
陥
冨
房
は
司
法
部
門
を
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
で
は
な
く
、
判
決
を
通
じ
て
政
策
変
更
を
提
案
す
る
議
題
設
定
者
（
僧
の
且
四
の
①
ヰ
の
烏
）
で

あ
る
と
位
置
づ
け
た
。
そ
し
て
、
司
法
判
断
を
変
更
す
る
こ
と
に
つ
い
て
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
合
意
が
得
に
く
い
ほ
ど
、
具
体
的
に
は
拒

否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
数
が
多
い
と
き
ほ
ど
、
司
法
は
自
由
に
判
断
を
下
せ
る
こ
と
を
、
多
国
間
比
較
を
通
じ
て
示
し
た
の
で
あ
る
。

日
附
房
房
の
実
証
分
析
は
司
法
の
実
質
的
自
律
性
を
従
属
変
数
と
し
た
国
レ
ベ
ル
の
分
析
で
あ
り
司
法
部
門
・
裁
判
官
に
よ
る
個
別
の
行

動
を
分
析
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
厳
密
に
は
司
法
行
動
論
に
属
す
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
理
論
は
個
別
の

裁
判
所
の
行
動
を
説
明
す
る
研
究
に
も
援
用
さ
れ
て
お
り
命
目
８
昌
陣
旨
。
ｇ
且
呂
置
）
、
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
け
る
戦
略
的
行
動
論
と

同
じ
く
、
他
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
る
制
約
か
ら
、
司
法
部
門
の
行
動
を
説
明
す
る
研
究
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

ま
た
、
他
の
ア
ク
タ
ー
が
司
法
部
門
の
判
断
を
覆
す
仕
組
み
が
公
式
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
司
法
部
門
の
行
動
は
よ
り
顕
著

な
も
の
と
な
る
。
議
会
が
特
別
多
数
（
三
分
の
二
）
の
議
決
に
よ
り
最
高
裁
判
所
の
判
決
を
覆
す
制
度
を
有
す
る
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
を
分
析
し

た
毎
ｑ
８
Ｏ
言
①
Ｈ
と
ｇ
筐
関
§
ｓ
）
は
、
議
会
で
政
権
党
が
特
別
多
数
を
確
保
し
て
い
る
こ
と
や
、
大
統
領
と
議
会
が
同
じ
党
派
に
よ
っ

て
占
め
ら
れ
て
い
る
統
一
政
府
が
成
立
し
て
い
る
と
き
に
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
最
高
裁
に
よ
る
合
憲
判
決
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
を
定
量
的
に

示
し
た
。
こ
の
研
究
で
は
軍
政
期
の
影
響
も
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
軍
政
は
判
決
の
動
向
に
有
意
な
結
果
を
与
え
て
お
ら
ず
、
政
府
・
議
会

が
公
式
の
制
度
を
通
じ
て
判
決
を
覆
す
可
能
性
が
、
司
法
部
門
に
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

門
の
行
動
に
も
援
用
さ
れ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
主
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
を
対
象
と
し
て
精
級
な
議
論
を
展
開
し
て
き
た
戦
略
的
行
動
論
で
あ
る
が
、
戦
略
的
行
動
論
を
支

持
す
る
実
証
的
根
拠
が
乏
し
い
こ
と
も
ま
た
事
実
で
あ
る
。

戦
略
的
行
動
論
に
疑
義
を
投
げ
か
け
る
研
究
の
代
表
例
が
、
態
度
論
の
集
大
成
と
さ
れ
る
の
侶
巴
と
ｇ
①
四
ｓ
の
著
書
命
①
但
陣
普
四
の
吾
ゞ

ｇ
Ｂ
）
で
あ
る
。
同
書
は
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
分
析
し
た
八
章
で
、
態
度
論
に
基
づ
く
モ
デ
ル
と
、
外
的
戦
略
行
動
論
に
基
づ
く
権
力
分

立
モ
デ
ル
の
双
方
を
検
証
し
、
戦
略
的
行
動
論
を
支
持
す
る
分
析
結
果
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
の
凋
巴

と
ｇ
①
四
号
は
、
連
邦
最
高
裁
判
事
が
他
の
政
治
ア
ク
タ
ー
の
影
響
を
受
け
な
い
制
度
設
計
が
存
在
す
る
こ
と
を
挙
げ
、
連
邦
最
高
裁
の
判

決
と
い
え
ど
も
他
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
実
質
的
に
覆
さ
れ
う
る
と
す
る
戦
略
的
行
動
論
の
理
論
的
前
提
を
反
証
す
る
結
果
で
あ
る
と
し
て

実
証
上
の
困
難

司
法
行
動
論
の
先
行
研
究
が
指
摘
し
て
き
た
諸
要
因
を
網
羅
的
に
分
析
し
た
普
凰
腸
の
と
国
目
の
ざ
ａ
ｇ
ｇ
も
、
連
邦
最
高
裁
判
事
が

法
規
範
の
影
響
を
受
け
つ
つ
自
ら
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
沿
っ
た
行
動
を
と
る
と
す
る
修
正
態
度
論
を
支
持
す
る
結
果
を
示
す
一
方
、
戦
略
的

行
動
論
を
支
持
す
る
結
果
は
得
ら
れ
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
戦
略
的
行
動
論
の
定
量
的
検
証
を
行
っ
た
の
巴
画
と
ぎ
凰
隠
の

ｇ
ｇ
も
、
意
見
書
の
提
出
な
ど
胃
の
国
口
と
毎
局
茸
ｇ
君
）
に
よ
っ
て
連
邦
最
高
裁
の
行
動
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
て

い
た
要
因
が
連
邦
最
高
裁
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
と
い
う
証
拠
は
、
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

戦
略
的
行
動
論
に
否
定
的
な
こ
れ
ら
の
研
究
に
対
し
て
反
論
を
試
み
た
の
が
、
既
に
紹
介
し
た
函
閂
ぐ
ｇ
と
司
凰
＆
白
目
の
研
究

田
四
２
９
陣
團
巴
目
ｇ
ｇ
ｇ
）
で
あ
る
。
困
胃
く
ｇ
と
甸
凰
８
日
目
は
、
先
行
研
究
が
戦
略
的
行
動
論
を
支
持
す
る
実
証
的
結
果
を
得
ら
れ

な
か
っ
た
の
は
、
連
邦
最
高
裁
が
上
訴
を
認
め
た
本
案
に
お
け
る
行
動
の
み
を
分
析
対
象
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

既
に
み
た
通
り
、
態
度
論
の
立
場
を
と
る
研
究
は
、
連
邦
最
高
裁
が
上
訴
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
裁
量
ａ
ｏ
鼻
２
８
日
且
）
を
有
し
て
い

る
こ
と
を
、
態
度
論
が
成
立
す
る
理
由
の
一
つ
に
挙
げ
て
い
た
。
結
論
が
明
ら
か
で
あ
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
判
断
の
余
地
が
な
い
事
案
を

い
ブ
勺
。
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こ
れ
ら
の
点
を
解
決
す
る
方
法
と
し
て
爵
弓
昌
と
司
凰
８
日
目
は
、
法
律
単
位
の
分
析
を
行
っ
た
。
つ
ま
り
、
一
定
期
間
に
成
立
し
た

全
法
律
の
う
ち
、
ど
の
法
律
が
違
憲
判
決
の
対
象
と
な
っ
た
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
決
以
前
の
戦
略
的
行
動
に
よ
る
バ
イ
ア
ス
を

除
外
し
た
分
析
を
試
み
た
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
同
研
究
で
は
、
戦
略
的
行
動
論
の
予
測
に
合
致
す
る
結
果
が
示
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
議
論
に
対
し
て
も
再
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
上
訴
を
認
め
る
か
ど
う
か
の
決
定
を
直
接
分
析
し
た
○
急
①
昂
曾
邑
は
、

本
来
は
当
該
事
案
を
審
理
し
た
い
と
考
え
る
は
ず
の
裁
判
官
が
、
議
会
に
よ
っ
て
判
決
を
覆
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
場
合
に
、
議
会
の

反
応
を
予
測
し
て
戦
略
的
に
上
訴
を
却
下
し
て
い
る
と
す
る
証
拠
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
。

ま
た
、
比
較
政
治
学
上
の
文
脈
で
は
、
戦
略
的
行
動
論
に
類
似
す
る
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
理
論
に
つ
い
て
も
否
定
的
な
結
果
が
示
さ
れ
て

い
る
。
弓
陥
９
房
§
＆
は
、
司
法
部
門
は
政
策
を
拒
否
す
る
権
限
は
持
つ
も
の
の
、
そ
の
政
策
的
理
想
点
は
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー

の
間
に
位
置
す
る
た
め
、
結
果
的
に
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
吸
収
さ
れ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
、
ド
イ
ツ

憲
法
裁
判
所
、
フ
ラ
ン
ス
憲
法
院
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
議
会
や
大
統
領
と
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
比
較
し
た
犀
Ｏ
ｇ
ａ
と
函
今
日
后
の

（
喝
）

§
ｇ
は
、
司
法
部
門
は
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
に
必
ず
し
も
吸
収
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
個
別
の
事
例
に
目
を
向
け

指
摘
す
る
。

排
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
、
結
果
的
に
、
判
決
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
い
た
も
の
と
な
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
て
函
胃
ぐ
ｇ
と
珂
凰
＆
白
目
は
二
つ
の
分
析
上
の
問
題
を
指
摘
す
る
。
第
一
の
問
題
は
、
上
訴
を
認
め
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
段

階
で
、
連
邦
最
高
裁
が
戦
略
的
行
動
を
行
っ
て
い
る
可
能
性
で
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
自
ら
が
望
む
よ
う
な
判
決
を
下
し
た
と
し
て
も
議
会

に
覆
さ
れ
る
こ
と
が
予
見
さ
れ
る
場
合
、
連
邦
最
高
裁
は
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
事
案
の
上
訴
を
認
め
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
第
二
の
問
題
は
、
訴
訟
を
提
起
す
る
原
告
も
ま
た
、
戦
略
的
行
動
を
取
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
告
に

と
っ
て
は
、
仮
に
自
ら
が
望
む
通
り
の
判
決
が
下
さ
れ
た
と
し
て
も
、
後
に
議
会
に
よ
っ
て
判
決
が
覆
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
訴
訟
を
行
う

利
益
が
な
い
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
も
そ
も
訴
訟
が
提
起
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
、
函
四
弓
亀
と
甸
凰
８
日
画
口
は
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く
ｇ
ｇ
侭
に
よ
る
理
論
化

修
正
戦
略
的
行
動
論
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
の
行
動
を
分
析
し
た
く
自
房
侭
曾
巳
、
呂
晨
）
に
よ
っ
て
理
論
化
さ
れ
た
枠
組
み
で

あ
る
。
以
下
、
ぐ
９
房
侭
の
著
書
含
目
扁
侭
ゞ
ｇ
Ｅ
）
に
基
づ
き
、
修
正
戦
略
的
行
動
論
の
枠
組
み
を
概
観
し
て
い
く
。

ぐ
目
ｇ
侭
は
、
従
来
の
戦
略
的
行
動
論
と
同
じ
く
、
司
法
部
門
の
判
決
は
他
の
ア
ク
タ
ー
、
典
型
的
に
は
議
会
に
よ
っ
て
実
質
的
に
覆

さ
れ
う
る
と
す
る
立
場
を
と
る
。
と
い
う
の
も
、
一
般
的
に
司
法
部
門
は
、
判
決
を
自
ら
執
行
・
実
現
す
る
能
力
を
持
た
な
い
。
し
た
が
っ

こ
れ
に
対
し
て
、
有
権
者
が
司
法
部
門
に
対
し
て
与
え
る
信
頼
・
高
度
の
正
統
性
と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
自
ら
の
判
決
が
事

実
上
覆
さ
れ
う
る
事
態
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
司
法
部
門
の
戦
略
的
行
動
を
実
証
す
る
研
究
が
登
場
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
こ
れ

ら
の
研
究
を
修
正
戦
略
的
行
動
論
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
、
修
正
戦
略
的
行
動
論
の
知
見
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

る
と
、
イ
タ
リ
ア
憲
法
裁
判
所
を
対
象
に
、
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
理
論
に
よ
る
司
法
部
門
の
行
動
の
説
明
を
試
み
た
の
目
８
巳
と
旨
８
冨
昌

§
ｇ
に
対
し
て
は
、
後
に
裁
判
官
人
事
制
度
の
影
響
を
検
証
し
た
毎
合
ぐ
目
○
ら
§
Ｓ
）
に
よ
る
反
証
が
な
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
戦
略
的
行
動
論
と
そ
れ
に
類
す
る
議
論
に
は
、
十
分
な
実
証
的
根
拠
が
得
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
の
が
、
今
日
ま
で
の

状
況
で
あ
る
。
議
会
に
よ
る
判
決
の
破
棄
が
公
式
に
制
度
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
例
外
的
状
況
（
園
ｑ
８
ｏ
言
関
ほ
か
９
ｓ
）
を
除
け
ば
、
戦

略
的
行
動
論
が
予
測
し
た
通
り
の
現
象
は
観
察
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
の
で
あ
る
。

前
節
ま
で
で
、
戦
略
的
行
動
論
に
は
、
必
ず
し
も
十
分
な
実
証
的
裏
付
け
が
な
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
。
で
は
、
ア
メ

リ
カ
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
け
る
態
度
論
が
指
摘
し
て
き
た
通
り
、
司
法
部
門
は
他
の
ア
ク
タ
ー
の
制
約
を
一
切
受
け
ず
に
行
動
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。

二
・
二
・
二
修
正
戦
略
的
行
動
論
“
司
法
部
門
へ
の
信
頼
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こ
の
よ
う
に
、
司
法
部
門
は
、
自
ら
の
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
い
リ
ス
ク
に
直
面
す
る
。
で
は
、
司
法
部
門
は
な
ぜ
、
い
か
に
し
て
、
遵
守

さ
れ
な
い
リ
ス
ク
を
乗
り
越
え
、
政
府
に
不
利
な
判
決
を
下
し
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
く
目
房
侭
（
９
日
．
ｇ
Ｅ
）
の
問
題
意
識
で
あ
る
。

以
上
の
問
題
意
識
は
、
前
節
ま
で
で
検
討
し
た
戦
略
的
行
動
論
の
問
題
意
識
と
、
よ
く
似
た
も
の
と
い
え
る
。
戦
略
的
行
動
論
が
、
議
会
が

立
法
に
よ
っ
て
判
決
を
覆
す
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
ぐ
閨
房
侭
は
、
議
会
が
法
改
正
を
行
わ
な
い
と
い
う
不
作
為
に
よ
っ

て
判
決
を
潜
脱
す
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
と
い
う
差
異
は
あ
る
も
の
の
、
判
決
が
実
質
的
に
覆
さ
れ
る
こ
と
を
前
提
に
、
司
法
部
門
が
い

か
に
判
決
を
覆
さ
れ
る
事
態
を
回
避
す
る
か
を
議
論
し
た
の
で
あ
る
。
ぐ
９
房
温
の
議
論
に
特
徴
的
な
の
は
、
有
権
者
に
よ
る
司
法
部
門

へ
の
信
頼
と
、
判
決
を
守
ら
な
か
っ
た
政
府
に
対
す
る
選
挙
上
の
制
裁
と
い
う
要
素
を
考
盧
し
た
こ
と
で
あ
る
。

く
目
房
侭
に
よ
れ
ば
、
判
決
が
遵
守
さ
れ
る
条
件
は
二
つ
あ
る
。
第
一
の
条
件
は
、
有
権
者
が
司
法
部
門
に
高
い
正
統
性
を
認
め
、
個

別
の
判
決
に
対
す
る
賛
否
に
か
か
わ
ら
ず
司
法
判
断
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
支
持
ａ
臣
肪
の
の
ロ
ｇ
ｏ
鼻
）
を
司
法
部
門
に
与
え
て
い
る
こ

（
釦
）

と
で
あ
る
。
第
二
の
条
件
は
、
政
府
が
司
法
部
門
の
判
決
を
適
切
に
遵
守
し
て
い
る
か
を
、
有
権
者
が
監
視
で
き
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
二

条
件
が
満
た
さ
れ
た
と
き
、
司
法
部
門
の
判
断
が
遵
守
さ
れ
な
い
事
態
を
嫌
う
有
権
者
は
、
司
法
判
断
を
遵
守
し
な
か
っ
た
政
府
に
、
選
挙

を
通
じ
て
制
裁
を
加
え
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
選
挙
上
の
制
裁
を
恐
れ
た
政
府
は
、
仮
に
自
ら
の
意
向
に
反
す
る
判
決
で
も
遵
守
す
る
と

く
四
口
す
①
局
い
い
つ
つ
巴
○

以
上
の
こ
と
は
、
ぐ
９
房
侭
自
身
が
分
析
対
象
と
し
て
い
る
、
違
憲
立
法
審
査
を
例
に
と
る
と
理
解
し
や
す
い
。
仮
に
、
憲
法
裁
判
所

が
何
等
か
の
理
由
に
基
づ
き
、
あ
る
法
令
を
違
憲
無
効
と
し
た
と
し
よ
う
。
す
る
と
、
議
会
は
当
該
法
令
が
違
憲
無
効
と
さ
れ
た
こ
と
を
受

け
て
、
何
等
か
の
法
改
正
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
議
会
が
司
法
部
門
の
判
決
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
な
い
見
か
け
だ
け
の
法
改
正
を
行

え
ば
、
さ
ら
に
極
端
な
場
合
に
は
判
決
を
黙
殺
す
れ
ば
、
司
法
部
門
に
よ
る
判
決
内
容
は
事
実
上
実
現
し
な
い
こ
と
と
な
る
命
目
○
口
陣

（
岨
）

面
す
る
の
で
あ
る
。

て
、
政
府
の
行
動
を
制
約
す
る
判
決
を
下
し
た
と
し
て
も
、
政
府
が
自
発
的
に
遵
守
し
な
け
れ
ば
、
判
決
が
実
現
し
な
い
と
い
う
問
題
に
直



107-政治学における司法部門研究の現状と課題口。完

い
う
の
が
、
ぐ
９
房
侭
の
主
張
の
骨
子
で
あ
る
言
目
房
侭
曽
冒
９
９
。

民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
、
司
法
部
門
、
特
に
国
内
最
上
級
裁
判
所
は
、
有
権
者
か
ら
高
い
正
統
性
を
認
め
ら
れ
て
い
る
ａ
言
○
口
ほ
か

乞
謁
）
た
め
、
く
目
胃
晶
は
第
一
の
条
件
を
所
与
の
も
の
で
あ
る
と
し
た
そ
の
上
で
、
違
憲
審
査
の
対
象
と
な
っ
た
争
点
の
政
策
分
野
が
有

権
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
が
遵
守
の
監
視
可
能
性
を
規
定
し
、
ひ
い
て
は
有
権
者
の
司
法
へ
の
支
持
が
判
決
非

遵
守
へ
の
制
裁
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
を
規
定
す
る
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
有
権
者
に
理
解
し
や
す
い
と
さ
れ
る
争
点
に
お
い
て
こ
そ
、
判

決
非
遵
守
へ
の
制
裁
が
機
能
し
や
す
く
、
よ
り
違
憲
判
決
が
下
さ
れ
や
す
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
議
論
が
そ
れ
ま
で
の
戦
略
的
行
動
論
や
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
理
論
と
異
な
る
の
は
、
司
法
部
門
に
対
し
て
有
権
者
が
高
度
の
信
頼
・

正
統
性
を
認
め
て
い
る
場
合
、
こ
の
司
法
に
対
す
る
信
頼
が
、
政
府
に
よ
る
判
決
遵
守
を
促
す
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
す
る
、
と
主
張
し

た
こ
と
で
あ
る
。
戦
略
的
行
動
論
で
は
、
議
会
は
望
む
な
ら
ば
自
由
に
司
法
部
門
に
よ
る
判
決
を
覆
す
こ
と
が
で
き
る
と
想
定
さ
れ
て
い
た
。

そ
れ
に
対
し
て
ぐ
目
ｇ
侭
は
、
有
権
者
が
司
法
部
門
に
高
い
信
頼
を
お
い
て
い
る
場
合
、
判
決
を
覆
す
こ
と
に
は
選
挙
上
の
制
裁
と
い
う

コ
ス
ト
が
生
じ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
司
法
へ
の
信
頼
・
正
統
性
は
、
司
法
部
門
に
と
っ
て
自
ら
の
行
動
を
制
約
す
る
条
件
と
も
な
り
う
る
。
と
い
う
の
も
、
司
法
部

門
が
下
し
た
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
司
法
部
門
の
権
威
低
下
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
命
目
○
口
偉
く
目
房
侭
．
９
房

（
皿
）

く
目
９
個
↓
呂
置
）
。
こ
の
こ
と
は
実
証
上
も
示
さ
れ
て
い
る
。
後
に
詳
し
く
紹
介
す
る
通
り
、
犀
①
与
邑
９
国
）
は
、
司
法
判
断
が
遵
守
さ

れ
る
程
度
の
低
下
が
与
党
の
選
挙
上
の
敗
北
に
つ
な
が
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
に
司
法
判
断
が
一
定
程
度
以
上
遵
守
さ
れ
て
い
る
場
合
に
限
ら

れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
り
に
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
け
れ
ば
、
単
に
個
別
の
判
決
に
つ
い
て
司
法
部
門
自
ら
が
望
む
政
策

帰
結
が
得
ら
れ
な
い
の
み
な
ら
ず
、
司
法
部
門
の
正
統
性
が
低
下
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
将
来
に
わ
た
っ
て
政
府
に
判
決
を
遵
守
さ
せ
る
手

段
を
失
い
、
将
来
自
ら
が
望
む
政
策
を
形
成
す
る
手
段
を
も
失
い
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
司
法
部
門
は
、
有
権
者
か
ら
十
分
な
信
頼
を
獲
得
し
て
お
り
、
政
府
の
判
決
に
対
す
る
反
応
を
有
権
者
が
監
視
可
能
で
あ
る
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メ
キ
シ
コ
最
高
裁
判
所
を
対
象
と
し
た
煕
胃
○
口
の
研
究
命
目
○
口
》
ｇ
ｇ
ｇ
旨
）
は
、
司
法
部
門
が
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
用
い
て
判
決
に

関
す
る
報
道
量
を
増
加
さ
せ
、
有
権
者
に
よ
る
監
視
可
能
性
を
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
有
権
者
の
司
法
へ
の
信
頼
が
判
決
非
遵
守
に
対
す

る
制
裁
に
つ
な
が
り
や
す
い
環
境
を
つ
く
り
だ
し
、
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
い
リ
ス
ク
を
回
避
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
煕
胃
○
口
は
、
違
憲

審
査
の
対
象
と
な
っ
た
争
点
が
政
府
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
ゆ
え
に
政
府
が
違
憲
判
決
を
遵
守
し
な
い
誘
因
が
高
く
、
か
つ
訴
訟
に
関
す

る
報
道
が
低
調
で
あ
り
そ
の
ま
ま
で
は
有
権
者
に
よ
る
監
視
が
期
待
で
き
な
い
と
き
に
、
裁
判
所
は
よ
り
積
極
的
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
を
行

い
、
裁
判
内
容
を
広
報
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
さ
ら
に
、
現
に
プ
レ
ス
リ
リ
ー
ス
が
行
わ
れ
た
裁
判
で
は
、
違
憲
判
決
が
下
さ

い
、
裁
判
内
容
を
一

れ
や
す
い
こ
と
も
、

ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
を
対
象
と
し
た
【
烏
①
与
匡
に
よ
る
二
つ
の
研
究
も
、
司
法
部
門
が
戦
略
的
に
監
視
可
能
性
を
高
め
よ
う
と
し

て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
丙
局
①
与
匡
９
５
は
、
ド
イ
ツ
連
邦
憲
法
裁
判
所
が
、
公
開
口
頭
弁
論
を
開
催
す
る
こ
と
で
有
権
者
の

監
視
可
能
性
を
左
右
す
る
司
法

こ
れ
に
続
く
研
究
は
、
ぐ
目
毒

め
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。

ぐ
目
房

と
期
待
で
き
る
と
き
に
は
、
議
会
な
ど
他
の
ア
ク
タ
ー
が
同
意
し
な
い
で
あ
ろ
う
判
決
を
も
下
す
こ
と
が
で
き
る
。
一
方
、
有
権
者
に
よ
る

監
視
が
期
待
で
き
な
い
場
合
に
は
、
政
府
の
意
向
に
反
す
る
判
決
を
下
し
た
と
し
て
も
遵
守
を
期
待
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
は
個
別
の
政
策

形
成
に
失
敗
す
る
の
み
な
ら
ず
、
司
法
部
門
の
権
威
低
下
に
つ
な
が
り
、
将
来
の
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
く
な
る
恐
れ
に
も
つ
な
が
る
。
そ
の

よ
う
な
場
合
に
は
、
司
法
部
門
は
自
ら
が
本
来
望
む
通
り
の
判
決
を
下
す
の
で
は
な
く
、
他
の
ア
ク
タ
ー
の
同
意
が
得
ら
れ
る
範
囲
で
し
か

判
決
を
下
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
以
上
が
、
ぐ
９
房
侭
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
、
そ
れ
に
続
く
一
連
の
研
究
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
て
い
る
、

修
正
戦
略
的
行
動
論
の
理
論
的
枠
組
み
で
あ
る
。

の
国
８
口
は
示
し
て
い
る
。

侭
の
示
し
た
理
論
的
枠
組
み
を
踏
襲
し
っ

つ
も
、
司
法
部
門
自
身
が
有
権
者
に
よ
る
監
視
可
能
性
を
高
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裁
判
に
対
す
る
関
心
を
高
め
、
有
権
者
が
政
府
の
判
決
遵
守
を
監
視
し
や
す
い
状
況
を
作
り
出
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
の
う
え
で
、
有

権
者
に
よ
る
監
視
が
困
難
と
思
わ
れ
る
か
つ
、
政
府
に
よ
る
非
遵
守
が
問
題
化
し
や
す
い
と
思
わ
れ
る
場
合
に
、
公
開
口
頭
弁
論
が
開
催
さ

れ
る
確
率
が
高
く
な
る
と
す
る
結
果
を
示
し
て
い
る
（
辱
の
与
匡
》
曽
邑
。
公
開
口
頭
弁
論
の
ほ
か
に
、
判
決
の
時
期
を
選
択
す
る
こ
と
も
、

監
視
可
能
性
を
高
め
る
手
段
に
な
り
う
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
犀
①
与
匡
は
、
政
治
報
道
が
増
加
す
る
選
挙
直
前
期
に
は
憲
法
裁

判
所
に
関
す
る
訴
訟
も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
る
こ
と
を
前
提
に
、
政
府
が
重
視
す
る
争
点
に
つ
い
て
は
選
挙
直
前
期
に
違
憲
判
決
の
頻
度
が

上
昇
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
（
岸
の
与
匡
曽
邑
。

（
犯
）

一
方
、
裁
判
所
に
よ
る
戦
略
的
行
動
が
、
実
際
に
司
法
判
断
の
遵
守
を
促
進
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
研
究
も
存
在
す
る
。
９
日
］
ら
の
研

究
（
ｇ
目
ほ
か
ぢ
ぷ
）
は
、
コ
ス
タ
リ
カ
最
高
裁
判
所
憲
法
部
に
よ
る
プ
レ
ス
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
導
入
が
、
判
決
の
遵
守
を
促
進
し

た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
二
○
○
九
年
以
降
、
コ
ス
タ
リ
カ
最
高
裁
憲
法
部
は
、
判
決
が
実
現
さ
れ
た
か
を
調
査
・
監
視
し
、
達
成
状
況

の
記
録
を
開
始
し
た
。
翌
二
○
一
○
年
三
月
、
同
最
高
裁
は
判
決
達
成
状
況
に
つ
い
て
の
プ
レ
ス
・
カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
の
実
施
を
決
定
し
、

メ
デ
ィ
ア
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
○
一
○
年
四
月
以
降
、
判
決
の
遵
守
達
成
が
以
前
に
比
べ
促
進
さ
れ
た
こ
と

が
、
生
存
分
析
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
。

近
年
の
展
開

こ
の
よ
う
に
、
ぐ
目
冨
侭
に
続
く
一
連
の
研
究
は
、
司
法
部
門
が
自
ら
有
権
者
に
よ
る
監
視
可
能
性
を
高
め
、
有
権
者
の
司
法
に
対
す

る
信
頼
が
判
決
非
遵
守
に
対
す
る
制
裁
に
つ
な
が
り
や
す
い
環
境
を
つ
く
り
だ
し
う
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
一
方
で
、
司
法
へ
の
信
頼

と
有
権
者
に
よ
る
監
視
と
い
う
二
条
件
の
下
で
は
、
司
法
判
断
を
遵
守
し
な
い
こ
と
が
選
挙
上
の
不
利
益
に
つ
な
が
る
と
い
う
く
目
冨
侭

の
理
論
的
主
張
は
、
長
年
に
わ
た
っ
て
実
証
的
に
検
証
さ
れ
ず
、
仮
定
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
近
年
、
こ
の
仮
定
を
実
証
的
に
裏
付
け
る
研

究
も
登
場
し
つ
つ
あ
る
。
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こ
こ
ま
で
、
戦
略
的
行
動
論
の
系
譜
に
つ
ら
な
る
一
連
の
研
究
を
概
観
し
て
き
た
。
戦
略
的
行
動
論
に
含
ま
れ
る
司
法
行
動
論
研
究
に
共

通
す
る
主
張
は
、
以
下
の
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
第
一
に
、
戦
略
的
行
動
論
は
、
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説

明
・
態
度
論
と
同
じ
く
、
司
法
部
門
を
、
判
決
を
通
じ
て
自
ら
が
理
想
と
す
る
政
策
を
目
指
す
政
策
ア
ク
タ
ー
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る
。

塚
①
与
匡
９
国
）
は
多
国
間
比
較
を
通
じ
て
、
司
法
判
断
遵
守
が
規
範
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
司
法
判
断
の
非
遵

守
が
実
際
に
選
挙
結
果
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
同
論
文
は
、
専
門
家
サ
ー
ベ
イ
を
基
に
整
備
さ
れ
た
多
国
間
時
系
列

（
認
）

デ
ー
タ
で
あ
る
く
‐
ロ
①
日
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
合
ｏ
ｇ
の
侭
①
ほ
か
呂
邑
を
用
い
て
、
司
法
判
断
が
遵
守
さ
れ
る
程
度
の
低
下
が
与
党
の
得
票
減

に
つ
な
が
る
こ
と
、
た
だ
し
こ
の
関
係
は
、
既
に
司
法
判
断
遵
守
の
程
度
が
一
定
以
上
で
あ
る
場
合
に
限
ら
れ
る
こ
と
を
実
証
し
て
い
る
。

ま
た
、
い
ま
だ
少
数
で
は
あ
る
も
の
の
、
実
験
を
通
じ
て
判
決
非
遵
守
に
対
す
る
有
権
者
の
反
応
を
直
接
検
証
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
登

場
し
つ
つ
あ
る
。
○
日
盲
ら
ｇ
こ
）
は
コ
ロ
ン
ビ
ア
で
行
わ
れ
た
サ
ー
ベ
イ
か
ら
、
政
府
に
よ
る
判
決
遵
守
の
程
度
を
高
く
見
積
も
っ
て

い
る
人
ほ
ど
、
す
な
わ
ち
司
法
の
判
決
は
実
際
に
遵
守
さ
れ
て
い
る
と
い
う
信
念
を
持
つ
人
ほ
ど
、
実
際
の
判
決
の
非
遵
守
に
不
寛
容
な
態

度
を
示
す
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
判
決
が
遵
守
さ
れ
な
い
こ
と
が
司
法
の
権
威
低
下
に
つ
な
が
り
、
将
来
の
判
決
非
遵
守

に
対
す
る
有
権
者
の
制
裁
が
機
能
し
な
く
な
る
と
し
た
先
行
研
究
の
理
論
的
仮
定
に
合
致
す
る
結
果
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
国
胃
旦
の
と

【
日
日
○
口
§
ら
は
、
ア
フ
リ
カ
の
複
数
国
で
行
っ
た
サ
ー
ベ
イ
実
験
か
ら
、
政
権
党
の
支
持
者
は
野
党
の
支
持
者
に
比
べ
て
、
政
府
は

司
法
部
門
の
判
決
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
程
度
が
低
下
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
松
村
は
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
世
界
貿
易
機
関
）
の
準

司
法
制
度
で
あ
る
貿
易
パ
ネ
ル
に
よ
る
判
断
へ
の
政
府
の
対
応
が
、
有
権
者
に
与
え
る
影
響
を
分
析
し
て
い
る
冒
胃
の
匡
日
貝
四
ゞ
呂
邑
。
同

論
文
は
、
日
本
の
有
権
者
を
対
象
と
し
た
サ
ー
ベ
イ
実
験
か
ら
、
Ｗ
Ｔ
Ｏ
の
貿
易
パ
ネ
ル
に
よ
る
判
断
を
遵
守
し
な
い
こ
と
が
、
政
府
支
持

の
低
下
に
つ
な
が
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

二
・
二
・
三
小
括
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以
上
の
よ
う
に
、
司
法
行
動
論
と
呼
ば
れ
る
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
は
、
一
定
の
制
度
設
計
を
所
与
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
制
度
設
計
の

も
と
で
司
法
部
門
が
い
か
に
行
動
す
る
の
か
、
そ
の
行
動
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
を
分
析
し
て
き
た
。
そ
の
答
え
と
し
て
、
裁
判

官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
と
、
他
の
ア
ク
タ
ー
の
反
応
を
見
越
し
た
戦
略
的
行
動
と
い
う
二
つ
の
説
明
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。

こ
れ
も
既
に
み
て
き
た
通
り
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
と
戦
略
的
行
動
論
は
、
必
ず
し
も
相
互
排
他
的
な
理
論
で
は
な
い
。
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
は
、
政
治
過
程
に
お
け
る
司
法
部
門
を
政
策
ア
ク
タ
ー
と
し
て
理
解
し
、
自
ら
が
理
想
と
す
る
政
策
を
、
判
決
を

通
じ
て
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
戦
略
的
行
動
論
も
、
司
法
部
門
が
自
ら
の
望
む
政
策
実
現
を
目
指
す
政
策

ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
す
る
前
提
を
踏
襲
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
司
法
部
門
の
判
決
と
い
え
ど
も
他
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
覆
さ
れ
う
る

可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
司
法
部
門
は
判
決
が
覆
さ
れ
る
事
態
を
回
避
し
な
が
ら
可
能
な
限
り
自
ら
の
理
想
と
す
る
政
策
を
実
現
す

し
ば
し
ば
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
戦
略
的
行
動
論
は
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
い
て
論
敵
と
さ
れ
る
こ
と

（
型
）

の
多
い
裁
判
官
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
・
態
度
論
と
共
通
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
戦
略
的
行
動
論
は
、

司
法
部
門
の
判
断
は
他
の
ア
ク
タ
ー
に
よ
っ
て
実
質
的
に
覆
さ
れ
う
る
と
い
う
仮
定
に
立
つ
。
そ
の
う
え
で
、
司
法
部
門
は
判
決
が
覆
さ
れ

る
事
態
を
回
避
し
な
が
ら
、
可
能
な
限
り
自
ら
の
志
向
す
る
政
策
帰
結
を
実
現
す
る
べ
く
、
他
の
ア
ク
タ
ー
の
行
動
を
予
測
し
な
が
ら
行
動

す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
二
点
目
こ
そ
が
、
司
法
部
門
の
戦
略
的
行
動
で
あ
り
、
戦
略
的
行
動
論
の
特
徴
と
い
え
る
。

し
か
し
、
こ
れ
も
既
に
概
観
し
た
通
り
、
主
に
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
研
究
に
お
い
て
発
達
し
た
戦
略
的
行
動
論
に
は
、
十
分
な
実
証
的

根
拠
が
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
主
に
ョ
－
ロ
ッ
パ
や
南
米
の
司
法
部
門
を
対
象
と
し
て
発
達
し
た
修
正
戦
略
的
行
動
論
は
、

司
法
部
門
が
有
す
る
有
権
者
か
ら
の
高
い
信
頼
・
正
統
性
と
い
う
観
点
を
導
入
し
、
司
法
部
門
の
政
府
に
対
す
る
戦
略
的
行
動
を
実
証
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

二
・
三
小
括
“
司
法
行
動
論
の
現
状
と
課
題
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一
方
の
戦
略
的
行
動
論
は
、
政
府
や
議
会
が
司
法
部
門
の
判
決
を
覆
し
う
る
と
い
う
理
論
的
前
提
に
立
つ
と
い
う
点
で
は
、
政
府
が
司
法

部
門
に
対
し
て
影
響
力
を
行
使
す
る
と
い
う
関
係
を
想
定
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
も
、
研
究
関
心
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
の
は
司
法
部

門
が
、
判
決
が
覆
さ
れ
る
事
態
を
い
か
に
回
避
す
る
か
で
あ
り
、
政
府
・
議
会
側
の
行
動
に
つ
い
て
は
十
分
な
関
心
が
払
わ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
修
正
戦
略
的
行
動
論
も
、
司
法
部
門
が
有
権
者
に
よ
る
司
法
判
断
遵
守
の
監
視
可
能
性
に
応
じ
て
行
動
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
や
、
司
法

部
門
自
ら
監
視
可
能
性
を
高
め
よ
う
と
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
一
方
で
、
政
府
側
の
行
動
に
つ
い
て
は
、
有
権
者
に
よ
る
監
視

が
機
能
し
な
い
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
場
合
に
は
自
ら
の
意
に
反
す
る
判
決
を
遵
守
し
な
い
と
い
う
、
単
純
な
行
動
が
想
定
さ
れ
て
い
た
。
い

わ
ば
、
司
法
の
側
が
戦
略
的
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
の
仮
定
が
お
か
れ
る
一
方
で
、
司
法
部
門
と
水
平
的
権
力
分
立
関
係
に
お
か
れ
る
他
の

ア
ク
タ
ー
に
よ
る
戦
略
的
行
動
は
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
が
、
政
府
が
自
ら
の
利
益
を
守

る
た
め
に
あ
え
て
自
律
的
で
強
力
な
権
限
を
持
つ
司
法
部
門
を
創
設
す
る
過
程
を
描
い
て
き
た
こ
と
と
は
対
照
的
で
あ
る
。

司
法
行
動
論
に
残
さ
れ
た
課
題

し
か
し
、
こ
れ
ら
の
司
法
行
動
論
、
特
に
（
修
正
）
戦
略
的
行
動
論
に
も
、
い
く
つ
か
の
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
一
の
問
題
点
は
、
司
法
行
動
論
が
、
司
法
に
対
す
る
他
の
ア
ク
タ
ー
が
ど
の
よ
う
な
誘
因
を
持
ち
、
い
か
に
行
動
し
て
い
る
の
か
を
等

閑
視
し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
は
、
裁
判
官
が
、
時
に
は
政
党
間
対
立
と
呼
応
す
る
形
で
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
・
政
策
選
好
を
持
つ
こ
と
を
想
定
し
て
は
き
た
も
の
の
、
司
法
部
門
の
行
動
に
対
し
て
、
政
府
や
他
の
ア
ク
タ
ー
が
直
接
影
響
力
を
行

使
す
る
と
い
う
関
係
は
想
定
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

る
べ
く
、
ま
さ
し
く
戦
略
的
に
行
動
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
が
、
司
法
が
政
策
ア

ク
タ
ー
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
き
た
こ
と
を
土
台
と
し
て
、
そ
の
上
に
戦
略
的
行
動
論
に
よ
る
理
論
と
実
証
が
築
き
上
げ
ら
れ
て
き
た
の
で

あ
る
。
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し
た
が
っ
て
今
後
の
司
法
行
動
論
は
、
議
会
・
行
政
部
に
対
す
る
司
法
の
戦
略
的
行
動
を
分
析
す
る
の
み
な
ら
ず
、
司
法
と
権
力
分
立
関

係
に
あ
る
行
政
部
や
議
会
、
そ
し
て
そ
の
行
政
部
や
議
会
を
構
成
す
る
政
党
の
側
の
戦
略
的
行
動
を
理
論
化
す
る
と
共
に
、
行
政
部
や
議
会
、

政
党
の
戦
略
的
行
動
が
い
か
に
司
法
の
行
動
に
影
響
を
及
ぼ
す
の
か
を
分
析
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
こ
と
は
、
特
に
修
正
戦
略
的
行
動
論
に
と
っ
て
は
、
大
き
な
問
題
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
修
正
戦
略
的
行
動
論
は
、

司
法
判
断
を
遵
守
し
な
い
こ
と
が
選
挙
上
不
利
に
は
た
ら
く
こ
と
を
恐
れ
て
政
府
が
自
ら
の
意
に
反
す
る
判
決
を
遵
守
す
る
、
と
い
う
関
係

を
想
定
し
て
い
る
（
辱
の
与
匡
．
ｇ
５
ｇ
こ
め
目
ｏ
Ｐ
ｇ
ｇ
ｇ
巳
一
く
目
蔚
侭
９
日
ｂ
ｇ
ｅ
ｏ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
際
に
選
挙
競
争
を
戦
う
ア

ク
タ
ー
で
あ
る
政
党
が
、
司
法
部
門
の
存
在
を
前
に
ど
の
よ
う
な
行
動
を
取
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
全
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
に
考
慮
さ
れ

ク
タ
ー
で
あ
る
政
党
が
、
「

て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
、
第
二
の
問
題
と
し
て
、
議
会
や
政
府
と
い
っ
た
、
司
法
と
戦
略
的
相
互
関
係
に
あ
る
ア
ク
タ
ー
が
い
ず
れ
も
単
一
の
ア
ク
タ
ー
と

し
て
扱
わ
れ
、
議
会
を
構
成
し
、
政
府
の
地
位
を
め
ぐ
っ
て
競
争
し
て
い
る
政
党
と
い
う
ア
ク
タ
ー
が
見
過
ご
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
挙
げ
ら

れ
る
。
特
に
戦
略
的
行
動
論
は
部
門
間
関
係
の
中
で
の
司
法
の
行
動
に
着
目
し
て
き
た
た
め
、
議
会
や
政
府
と
い
っ
た
他
の
部
門
が
単
一
の

ア
ク
タ
ー
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
議
会
多
数
派
の
地
位
や
政
府
の
掌
握
を
め
ぐ
っ
て
競
争
す
る
政
党
の
行
動
は
考
盧
さ
れ
て

こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
蛆
）
な
お
、
既
存
の
法
に
対
す
る
違
憲
判
決
や
、
（
連
邦
）
政
府
敗
訴
の
判
決
が
、
常
に
議
会
・
行
政
部
（
大
統
領
・
連
邦
政
府
）
の
意
向
に
反
す
る
と
は
限
ら
な
い
。
当
該

争
点
の
重
要
性
が
低
く
、
議
会
・
行
政
部
が
関
心
を
持
た
な
い
場
合
や
、
さ
ら
に
は
議
会
・
行
政
部
が
現
状
変
更
を
望
ん
で
お
り
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
違
憲
判
決
・
政
府

敗
訴
の
判
決
を
歓
迎
す
る
場
合
も
あ
る
（
弓
冨
＃
日
興
Ｏ
ｐ
ｇ
ｓ
見
平
９
局
）
。

（
Ⅳ
）
一
方
、
唇
胃
の
日
と
【
昌
胴
耳
は
、
憲
法
改
正
は
通
常
の
法
律
を
改
正
す
る
よ
り
も
困
難
な
た
め
、
議
会
が
憲
法
改
正
を
通
じ
て
連
邦
最
高
裁
の
判
決
を
覆
す
こ
と
は
困

難
で
あ
る
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
連
邦
最
高
裁
に
よ
る
他
の
政
府
部
門
の
行
動
を
予
測
し
た
戦
略
的
行
動
は
、
憲
法
解
釈
に
か
か
わ
る
事
例
よ
り
も
、
通
常
の
法
律
を
解

釈
す
る
事
例
に
お
い
て
よ
り
顕
著
に
表
れ
る
と
主
張
す
る
。

（
喝
）
も
っ
と
も
、
司
法
部
門
の
政
策
的
理
想
点
が
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
中
間
に
位
置
し
な
い
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
司
法
部
門
が
新
た
な
（
制
度
的
）
拒
否
権
プ
レ
イ
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（
犯
）
国
際
機
関
の
法
廷
に
ま
で
視
点
を
広
げ
れ
ば
、
欧
州
人
権
裁
判
所
の
Ｈ
①
日
①
号
が
判
決
の
実
現
を
促
進
す
る
こ
と
を
示
し
た
段
目
の
①
ロ
の
研
究
（
留
目
の
①
ロ
ゞ
ｇ
巴
）
も

（
皿
）
国
際
機
関
の
司
法
部
門
を
分
析
対
象
と
し
た
○
日
目
ｐ
ｇ
の
議
論
も
、
判
決
内
容
が
実
現
し
な
い
こ
と
が
司
法
機
関
の
権
威
を
傷
つ
け
る
こ
と
を
指
摘
す
る

ヤ
ー
と
な
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
司
法
部
門
が
他
の
拒
否
権
プ
レ
イ
ヤ
ー
の
制
約
を
受
け
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
と
い
う
点
に
は
注
意
を
要
す
る
。

（
田
）
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
み
る
と
、
戦
略
的
行
動
論
は
法
改
正
や
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
判
決
を
公
的
に
「
覆
す
（
○
ぐ
①
昌
号
）
」
こ
と
を
想
定
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、

修
正
戦
略
的
行
動
論
は
判
決
の
趣
旨
を
ふ
ま
え
な
い
法
改
正
や
判
決
実
現
の
遅
延
に
よ
っ
て
「
遵
守
（
８
日
巨
さ
し
な
い
」
こ
と
を
想
定
し
て
お
り
、
両
者
の
間
に
は
一

定
の
ず
れ
が
見
ら
れ
る
。
学
説
史
上
こ
れ
ら
の
差
異
に
つ
い
て
詳
し
く
言
及
す
る
も
の
は
見
当
た
ら
な
い
が
、
前
者
の
場
合
は
憲
法
上
も
政
府
に
認
め
ら
れ
た
権
限
で
あ
る

法
改
正
・
憲
法
改
正
を
通
し
て
判
決
実
現
を
回
避
す
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
非
公
式
な
方
法
に
よ
っ
て
判
決
実
現
を
阻
止
し
て
い
る
と
い
え
、
司
法
部
門
に
と
っ

て
は
よ
り
深
刻
な
リ
ス
ク
と
い
え
よ
う
。

（
釦
）
有
権
者
に
と
っ
て
理
解
し
や
す
い
政
策
分
野
で
、
司
法
部
門
が
議
会
・
行
政
部
の
意
に
反
し
た
行
動
を
取
り
や
す
い
と
す
る
く
目
冨
愚
の
主
張
は
、
意
外
な
も
の
に
思

わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
他
の
独
立
機
関
に
関
す
る
先
行
研
究
は
、
政
策
領
域
の
複
雑
性
が
高
い
ほ
ど
、
当
該
政
策
を
担
当
す
る
独
立
機
関
の
自
律
性
が
上

昇
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
国
唱
の
陣
巨
ｏ
巨
呂
閏
昌
ロ
ゞ
９
８
言
。
具
画
陣
四
号
の
侭
の
周
一
呂
邑
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
研
究
と
く
ｇ
ｇ
侭
の
主
張
と
は
、

以
下
二
つ
の
点
で
異
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
政
策
領
域
の
複
雑
性
に
関
す
る
研
究
が
説
明
し
て
い
る
の
は
、
独
立
機
関
の
制
度
設
計
で
あ
り
、
本
章
の
整
理
に
即

し
て
い
え
ば
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
自
律
性
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
く
目
蔚
侭
の
理
論
が
説
明
し
て
い
る
の
は
、
一
定
の
制
度
設
計
を
所
与
の
条
件
と
し
た
ミ
ク
ロ
レ
ベ

ル
の
行
動
で
あ
る
。
第
二
に
、
複
雑
性
に
関
す
る
議
論
は
、
独
立
機
関
と
選
挙
に
よ
っ
て
え
ら
ば
れ
た
議
会
・
行
政
部
と
の
関
係
を
有
権
者
が
ど
の
よ
う
に
評
価
す
る
か
と

い
う
点
に
は
踏
み
込
ん
で
い
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
く
目
蔚
侭
は
、
司
法
部
門
と
議
会
・
行
政
部
が
対
立
し
た
際
に
は
有
権
者
は
司
法
部
門
の
判
断
を
支
持
す
る
と
の
仮

定
を
お
い
た
う
え
で
、
有
権
者
に
と
っ
て
分
か
り
や
す
い
政
策
領
域
で
は
、
司
法
部
門
が
有
権
者
の
支
持
を
背
景
に
、
議
会
・
行
政
部
の
意
に
反
す
る
行
動
を
取
り
や
す
い

定
を
お
い
た
う
え
で
、
有
権
垂

存
在
す
る
。

【
巳
巴
晨
呂
ご
）
。

と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
○
四
Ｈ
門
口
す
ず
四
》
い
つ
つ
巴
０

ぐ
‐
ロ
の
日
デ
ー
タ
セ
ッ
ト
は
司
法
に
関
す
る
複
数
の
指
標
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
の
９
日
ｇ
ｇ
８
昌
昏
冨
瞥
ｏ
呂
昇
指
標
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
戦
略
的
行
動
論
を
、
態
度
論
と
並
ぶ
別
の
理
論
モ
デ
ル
で
は
な
く
、
修
正
さ
れ
た
態
度
論
の
一
種
と
し
て
位
置
付
け
る
見
解
も
存
在
す
る
（
胃
の
訂
言
陣
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こ
れ
に
対
し
て
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
で
あ
る
司
法
行
動
論
は
、
一
定
の
制
度
設
計
を
所
用
の
条
件
と
し
て
、
そ
の
制
度
の
下
で
司
法
部

門
が
ど
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
か
、
そ
の
行
動
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
か
を
分
析
し
て
き
た
。
司
法
行
動
論
で
は
、
裁
判
官
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
と
、
戦
略
的
行
動
論
の
二
つ
が
、
有
力
な
議
論
と
し
て
提
示
さ
れ
て
き
た
。
先
行
し
て
研
究
が
す
す
め
ら
れ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
基
づ
く
説
明
は
、
司
法
部
門
に
所
属
す
る
裁
判
官
た
ち
を
政
策
ア
ク
タ
ー
と
位
置
付
け
、
司
法
部
門
を
構
成
す
る
裁
判
官
た

ち
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
・
政
策
選
好
が
、
司
法
部
門
の
行
動
を
規
定
す
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
れ
に
続
い
て
主
張
さ
れ
た
戦
略
的
行
動

論
も
、
司
法
部
門
が
政
策
ア
ク
タ
ー
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
踏
襲
し
つ
つ
、
政
府
に
よ
っ
て
判
決
が
覆
さ
れ
る
事
態
を
回
避
し
な
が
ら
可
能

な
限
り
自
ら
の
政
策
目
標
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
、
司
法
部
門
の
戦
略
的
行
動
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

司
法
行
動
論
は
、
安
定
し
た
制
度
設
計
下
で
の
司
法
部
門
の
政
府
に
対
す
る
行
動
の
変
化
を
説
明
で
き
る
理
論
で
あ
る
点
に
、
マ
ク
ロ
レ

ベ
ル
の
研
究
に
は
な
い
強
み
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
制
度
設
計
が
、
そ
の
国
・
時
代
の
司
法
部
門
と
政
府
と
の
関
係
に
重

度
変
化
が
、
少
圭

を
有
し
て
い
た
。

本
論
で
は
、
司
法
部
門
が
実
際
に
政
府
の
行
動
を
制
約
し
う
る
程
度
、
す
な
わ
ち
司
法
部
門
の
「
強
さ
」
が
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の

か
と
い
う
問
題
関
心
か
ら
、
司
法
政
治
学
の
先
行
研
究
を
検
討
し
て
き
た
。

司
法
政
治
学
の
先
行
研
究
は
、
政
府
は
な
ぜ
自
ら
の
行
動
を
制
約
し
か
ね
な
い
、
制
度
的
権
限
が
強
く
、
制
度
的
自
律
性
の
高
い
司
法
部

門
が
制
度
設
計
す
る
の
か
を
問
う
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
と
、
一
定
の
制
度
設
計
の
下
で
司
法
部
門
の
個
別
の
行
動
が
い
か
に
規
定
さ
れ
る

の
か
を
問
う
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
問
い
に
大
別
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
両
者
は
共
に
説
得
的
な
理
論
的
主
張
を
展
開
す
る
と
共
に
、
そ
の

主
張
に
整
合
的
な
実
証
的
根
拠
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
は
、
そ
の
説
明
対
象
で
あ
る
司
法
部
門
の
制
度
創
設
・
制

度
変
化
が
、
少
な
く
と
も
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
は
極
め
て
稀
な
現
象
で
あ
り
、
個
別
の
行
動
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
、
大
き
な
限
界

三
先
行
研
究
の
到
達
点
と
残
さ
れ
た
理
論
的
課
題
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大
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
、
司
法
制
度
が
比
較
的
安
定
し
た
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て
も
、
時
期
ご
と
、
争
点
ご

と
に
、
司
法
部
門
が
政
府
に
対
し
て
取
る
姿
勢
は
大
き
く
変
化
し
う
る
。
そ
の
変
化
を
説
明
で
き
る
こ
と
が
、
司
法
行
動
論
の
意
義
と
い
え

し
か
し
、
司
法
行
動
論
に
も
ま
た
、
理
論
的
課
題
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
た
。
マ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
研
究
で
は
司
法
部
門
を
制
度

設
計
す
る
政
府
の
誘
因
が
考
盧
さ
れ
て
い
た
の
と
対
照
的
に
、
ミ
ク
ロ
レ
ベ
ル
の
司
法
行
動
論
で
は
、
そ
の
名
の
示
す
通
り
司
法
部
門
の
行

動
原
理
に
関
心
が
集
中
し
、
司
法
部
門
に
よ
っ
て
制
約
を
受
け
る
側
で
あ
る
政
府
や
議
会
の
行
動
が
等
閑
視
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

そ
の
結
果
と
し
て
、
政
府
が
選
挙
上
の
理
由
か
ら
司
法
判
断
を
遵
守
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
修
正
戦
略
的
行
動
論
で
さ
え
も
、
実
際
に
選
挙

を
通
じ
て
競
争
し
、
議
会
多
数
派
・
政
府
の
獲
得
を
め
ざ
す
政
党
が
ア
ク
タ
ー
と
し
て
考
慮
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

自
律
的
な
司
法
部
門
が
果
た
す
役
割
は
近
年
急
速
に
拡
大
し
て
お
り
田
島
具
の
陣
冒
の
①
ロ
晉
芦
ｇ
匡
出
５
ｏ
亘
呂
吊
）
、
司
法
部
門
が
他
部

門
と
の
水
平
的
権
力
分
立
関
係
の
な
か
で
い
つ
、
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
、
政
治
学
に
と
っ
て
も
重
要
な
課

題
と
い
え
る
。
今
後
、
本
論
で
指
摘
し
た
課
題
に
取
り
組
む
こ
と
で
、
司
法
部
門
に
対
す
る
政
治
学
的
理
解
が
よ
り
深
ま
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
る
。

る
○
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罠
昌
・
冒
号
月
且
ｇ
８
ｂ
ｇ
ｓ
①
艀
行
昌
目
呉
煕
胃
①
盲
信
間
目
冨
胃
庁
昌
勺
呂
巳
胃
］
且
言
芭
四
円
号
易
．
、
ミ
ロ
旧
Ｑ
ご
殉
§
詩
ご
』
心
只
包
．

臼
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舟
辱
ゞ
和
ゞ
倖
普
筐
①
吋
竜
・
弓
．
（
こ
ぎ
）
．
シ
詞
呂
○
口
巴
○
ｇ
言
①
弓
扁
Ｏ
ｑ
Ｒ
普
胃
①
日
①
○
呂
再
の
日
日
Ｂ
ｑ
ｐ
円
画
○
局
菖
昏
シ
ｇ
胃
昌
○
口
の
８
ｓ
の
↑
頓
団
扇
甸
胃
日
ゞ
四
目
・
今
ｏ
８
く
①

Ｑ
ｑ
ｏ
閉
吊
薑
．
き
ミ
苫
ミ
ミ
旧
昌
ｃ
、
画
８
ミ
ミ
目
ゞ
勵
○
砲
§
狩
昌
§
、
負
些
画
露
出
９
．

の
①
○
侭
①
ゞ
目
・
因
．
ゞ
陣
圃
弓
厨
旨
．
Ｆ
（
ご
褐
）
．
○
口
ｓ
①
ｚ
胃
昌
①
具
の
巨
冒
①
ロ
〕
①
○
○
口
昇
口
①
。
画
○
口
言
四
五
口
唄
弓
ロ
①
』
ミ
⑮
鼠
８
苫
、
ミ
ミ
。
ミ
の
＆
§
Ｒ
記
§
詩
邑
、
、
輿
里
函
圏
出
笥
．

国
冨
○
口
．
〕
．
Ｆ
○
巴
号
時
伊
。
シ
・
↓
か
、
巴
ａ
↑
ぐ
・
醇
・
（
ご
畠
）
．
○
口
ｓ
①
行
唱
庁
旨
〕
、
ｇ
具
口
胃
旨
ロ
巴
三
ｍ
ｐ
８
日
賦
．
』
ミ
⑮
忍
目
葛
、
旦
登
。
昌
粋
詩
ミ
⑮
詞
§
詩
邑
》
い
埋
要
確
甲
い
圏
．

Ｑ
ｐ
の
自
侭
ゞ
目
．
曾
邑
盲
ｓ
ｏ
ミ
尽
蔦
こ
き
蔦
ご
号
ミ
。
ミ
ミ
鴎
●
．
。
§
駒
ミ
ミ
。
雪
ミ
８
ミ
冴
営
崔
忽
§
・
畠
鴎
．
８
日
目
侍
の
ご
曰
く
①
国
ご
”
①
の
の
．

の
国
匡
．
ぐ
．
、
冨
閉
ｇ
ｇ
ｇ
８
．
口
・
ゞ
目
号
呂
目
》
の
》
冨
農
ロ
ぐ
四
目
、
因
．
、
陣
思
将
目
、
旨
．
言
忠
ど
も
＆
胃
巴
四
目
冨
○
扁
国
昌
冒
豊
冒
号
扁
四
目
習
匡
言
国
目
冒
巨
四
房
耐
田
口
岳
①

旨
・
ロ
胃
昌
巴
○
○
巨
貝
凰
閉
．
画
８
苫
。
ミ
奇
、
具
局
章
句
（
屋
）
ゞ
段
平
＄
陣

四
四
日
ｇ
質
。
（
９
局
）
．
ロ
の
の
①
具
冒
弓
閂
屑
弓
扁
丘
①
巴
ｇ
目
の
○
ご
ロ
の
号
①
の
○
口
吾
①
９
画
昌
呂
四
目
習
再
匡
唱
①
の
①
９
口
の
葺
昌
○
口
巴
自
国
９
口
堅
の
．
画
壁
、
８
８
苫
ご
ｓ
苫
ミ
ミ

、
具
詳
苛
具
淘
鴎
⑮
国
、
３
》
助
員
望
＆
己
１
＄
凶

由
四
口
の
の
①
口
．
可
．
シ
，
（
ｇ
Ｅ
）
．
房
吾
閂
の
四
口
○
岸
言
巴
耳
目
昏
口
巴
行
く
堅
呉
旨
巳
ｇ
巴
宮
口
ｇ
①
ロ
ロ
①
ロ
８
勺
目
意
レ
ミ
ミ
房
国
苫
画
８
苫
ミ
ミ
。
宛
、
ミ
、
ｇ
、
℃
呉
望
当
局
ｌ
忍
由

困
閂
く
２
．
シ
、
ゞ
陣
甸
凰
＆
日
目
．
国
．
命
ｇ
ｅ
，
勺
口
匡
口
、
勺
匡
ロ
９
＄
一
○
○
口
胃
①
の
の
５
口
巴
○
○
月
耳
巴
口
扇
○
口
吾
①
の
匡
胃
①
目
①
○
○
口
罫
．
の
○
○
易
葺
具
さ
ロ
巴
”
ロ
匡
口
鴨
．
己
閏
１
９
８
．

伊
侭
冴
奇
試
馬
の
ミ
ミ
鴎
の
匿
口
、
討
、
唇
、
印
員
全
面
闇
ｌ
設
い

函
①
冒
雨
、
の
：
倖
勾
８
①
目
白
昏
珂
．
（
ぢ
こ
．
恩
四
日
①
の
四
目
岳
①
昌
庁
○
画
臼
ご
叩
旨
ｇ
ｏ
巨
冒
号
Ｒ
ａ
ｇ
８
Ｂ
８
日
冒
国
号
①
月
Ｈ
ｇ
９
号
の
．
』
苫
苫
謹
旦
淘
偽
鳥
邑
旦
、
ミ
ミ
。
ミ

の
四
匡
凰
》
く
。
．
“

『
『
吟
Ｉ
『
、
、

ミ
、
昌
胃
ａ
画
８
ミ
ミ
写
届
、
ト
ミ
凸
目
．

国
鳥
里
》
〕
．
（
９
ｓ
）
．
旨
呂
ｇ
巴
尉
さ
目
］
閉
白
目
国
ロ
８
９
言
胃
冨
①
画
８
日
ｇ
①
邑
邑
の
．
耐
ミ
営
込
ミ
ミ
吾
国
苫
、
ミ
ミ
風
§
旦
昏
国
、
唇
、
心
ミ
ニ
・
雪
山
国
．

国
○
吋
日
○
．
三
・
・
℃
且
○
く
目
○
．
国
．
陣
の
ｍ
日
日
ゞ
の
．
命
ｇ
己
．
弓
冨
号
５
日
●
巨
口
画
具
の
具
旨
＆
。
国
ｑ
冒
号
肩
口
号
口
８
”
両
ａ
号
口
８
酢
○
日
吾
①
岸
農
四
国
８
房
葺
匡
再
○
ご
巴
８
匡
再

（
乞
認
‐
ぢ
こ
．
ご
ミ
苫
ミ
ミ
き
め
ミ
ミ
ミ
ミ
ロ
ミ
弓
言
ミ
ミ
。
ミ
画
８
ミ
ミ
目
胃
昌
埋
、
璽
胃
零
葛
違
、
旦
蔚
鴇
旨
ご
鳥
陣
冒
曾
ミ
麗
豊
胃
貫
津
畠
甲
ご
如

珂
ｑ
①
ゞ
目
．
缶
ｇ
全
．
○
制
巳
匡
①
○
○
日
日
冒
目
］
①
貝
四
口
○
勺
８
℃
禺
弓
四
ｍ
壷
同
固
く
国
①
口
８
仲
○
日
”
尻
の
両
目
ロ
①
』
ご
尽
裂
８
苫
、
ミ
ミ
、
具
粋
詩
胃
、
記
恥
ミ
⑮
こ
』
ｃ
史
望
．
溢
甲
念
口

甸
匡
宮
口
５
８
．
【
・
ゞ
倖
冨
閉
匡
目
自
侭
三
．
画
白
望
．
言
ｇ
２
１
ｐ
ｍ
］
且
亘
巴
目
号
隠
ａ
ｇ
８
爵
８
房
画
閂
①
ｇ
普
亘
ご
巴
シ
ロ
巴
厨
房
》
冨
胃
９
日
四
画
目
シ
帝
国
鴨
弓
扁
呉
日
①
具

画
酌
胃
筋
．
冒
冒
ミ
穂
ご
ミ
誌
ミ
具
、
農
蔦
旦
の
ｓ
§
Ｒ
》
園
負
曼
囲
１
日
．

の
胃
○
厘
℃
騨
亘
。
．
の
○
日
①
画
も
○
日
胃
．
司
．
ゞ
陣
の
蹄
①
日
匡
．
く
．
（
ｇ
畠
）
．
］
匡
旦
四
口
頤
日
己
①
Ｈ
口
○
岸
冒
巴
胃
①
の
の
貝
の
恥
シ
ロ
①
ロ
ゼ
国
。
巴
煙
ご
巴
厨
房
具
８
画
の
葺
昌
さ
ロ
巴
吋
の
ａ
①
言
ぐ
呉
冒
、
冒
菩
①

の
冒
巳
号
８
房
降
昌
目
巴
８
口
目
ご
ミ
琶
旦
旦
伯
ｐ
ご
』
画
８
§
量
言
い
、
国
員
○
侭
§
詩
昌
§
》
恥
巽
望
面
届
出
段
．

の
閂
○
呂
伊
ｚ
：
陣
Ｑ
①
日
亘
》
く
．
色
白
望
．
旨
昌
ｏ
巨
吋
①
二
①
言
目
・
冒
巨
ｏ
巴
冒
日
の
目
の
宮
口
巨
○
ぐ
言
い
時
○
日
８
口
の
①
ロ
の
巨
巴
さ
口
且
○
吋
目
凰
目
号
日
Ｏ
ｏ
３
Ｑ
．
尋
鳥
ミ
ミ
さ
苫
昌

記
§
詩
邑
ミ
い
§
ｃ
Ｑ
苫
旦
画
８
苫
。
ミ
苛
砂
心
印
．
囹
ｌ
韻
．

３
匡
凰
》
く
・
あ
国
８
口
．
］
・
【
：
陣
○
巳
の
岸
］
．
く
．
（
呂
邑
．
弓
馬
９
の
国
四
８
口
普
胃
①
日
①
９
月
房
９
日
目
目
８
冒
○
目
日
日
胆
野
胃
①
日
．
尋
⑮
ご
ミ
ミ
ミ
ミ
、
ミ
ミ
目
ゞ
司
色
ゞ
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屯
①
崖
①
、
風
ロ
伊
Ｆ
ロ
．
ゞ
陣
の
閏
○
匡
口
伊
三
．
面
白
＄
．
○
ヶ
○
吊
冒
ぬ
ず
騨
君
①
四
］
ｇ
①
、
ｏ
く
胃
貝
ロ
①
貝
臼
己
菩
①
局
四
○
口
の

号
号
さ
易
．
画
ミ
８
８
薑
ご
ミ
苫
ミ
ミ
、
昌
胃
ミ
記
①
馬
ミ
＆
、
勁
望
と
．
閉
中
留
Ｐ

ロ
目
角
ゞ
ロ
．
罪
：
倖
煕
胃
目
ゞ
］
・
黒
．
命
白
望
．
シ
但
号
巴
日
８
呂
蔚
○
ご
且
言
巨
旨
号
Ｒ
ａ
ｇ
８
・
己
浅
‐
呂
崗
．
ご
ミ
苫
ミ
ミ
伊
邑
ご
ロ
ミ
９
ミ
厨
｝
些
里
↑
圏
甲
閉
口

巨
呉
目
日
日
蝉
ｚ
・
命
日
雲
．
シ
ミ
目
○
”
昌
口
、
三
画
茸
①
国
Ｑ
号
①
易
．
の
ｇ
冒
昇
さ
吋
昏
①
の
○
扇
９
日
ｇ
房
○
○
日
ｇ
ｇ
８
菖
昏
目
３
号
シ
四
用
日
ｇ
扇
．
、
自
尽
画
８
§
蒼
冨
的
、

、
８
Ｒ
ｍ
Ｇ
詩
苫
Ｒ
、
負
苫
旦
、
壁
画
ざ
、
旦
局
雲
恥
輿
些
．

ｚ
日
昏
．
ロ
・
○
．
ゞ
倖
言
①
冒
隠
２
．
国
．
罰
．
（
ご
＄
）
．
。
ｇ
豊
日
号
吊
四
目
８
日
目
昇
日
①
貝
恥
旦
昂
ｇ
ｏ
旨
は
目
具
冒
豊
言
号
扁
唱
蔚
目
白
胆
己
号
胃
８
９
８
旨
の
ｇ
ｇ
５
ｇ
ｓ
‐
８
口
目
ｑ

両
眉
両
目
．
弓
言
ご
ミ
苫
ミ
ミ
画
８
ミ
ミ
奇
画
冴
さ
ご
・
心
里
と
、
９
千
鴎
障

○
尋
①
易
．
”
・
］
．
（
呂
巨
．
日
胃
の
８
日
目
目
旦
四
言
①
５
画
目
普
胃
目
吊
○
呂
昇
シ
ｍ
ｇ
ｇ
艀
氏
吊
．
崔
蒼
ミ
房
§
ご
ミ
苫
ミ
ミ
、
忌
蔦
ミ
ｍ
ｇ
§
Ｒ
『
豊
色
醒
届
‐
も
刃

冠
四
号
ぐ
目
●
○
．
珂
．
（
巴
ｓ
）
．
弓
ケ
①
昏
口
の
‐
ぐ
閂
旨
ロ
、
冒
号
ロ
①
ロ
号
口
８
具
再
巴
置
ロ
ロ
①
回
穴
旨
臼
ｇ
巴
旨
の
葺
匡
は
○
局
．
○
．
鼠
註
言
註
ｃ
誌
ミ
、
ミ
ミ
ら
ミ
画
８
苫
。
華
逗
．
地
三
望
ゞ
圏
？
閉
口

思
号
菌
９
．
甸
・
，
時
日
国
．
の
・
ゞ
陣
国
○
国
ｇ
ゞ
Ｚ
．
（
９
ｓ
）
．
旨
昌
ｇ
巴
耳
目
号
、
８
月
汀
四
目
ウ
巴
四
月
＄
四
目
ｇ
言
。
巴
胃
８
目
国
ｇ
］
ｑ
，
。
§
愚
冒
註
ミ
ミ
、
ミ
ミ
、
ミ
画
８
苫
§
こ
、

、
ｇ
⑮
苫
向
い
屑
い
》
哩
心
、
１
い
つ
か

閏
儲
ｏ
巨
罰
．
（
ｇ
ｇ
）
．
弓
扁
旨
ｓ
ｇ
呂
国
呂
目
具
日
①
闇
‐
冒
言
Ｂ
ｍ
且
昏
の
風
器
具
ｇ
言
。
巴
８
貝
扇
．
』
苫
苫
壁
ミ
騨
馬
邑
旦
、
昌
吾
ミ
の
ｓ
§
８
．
員
・
圏
‐
匡
酌

国
目
巳
帰
．
。
．
（
９
ｓ
）
．
弓
冨
国
①
９
日
巴
○
○
ロ
月
９
５
貝
函
○
言
昏
①
国
弓
且
盲
信
①
シ
廟
胃
誘
○
ｇ
３
昼
目
巴
普
８
①
器
具
画
員
８
８
口
○
目
呂
日
ご
呂
巴
○
○
日
扇
．
弓
、
急

画
ミ
§
§
苫
、
ミ
ミ
ｇ
・
印
埋
里
心
田
と
震
．

岳
Ｑ
Ｒ
Ｃ
尋
閏
ゞ
三
：
ｇ
筐
閂
．
祠
弓
：
陣
弓
目
旨
口
閨
ゞ
ご
・
（
９
ｓ
）
．
旨
昌
ｇ
巴
冒
号
隠
且
ｇ
８
Ｂ
匡
易
冨
匡
①
９
ｓ
８
日
ロ
ｇ
訂
ゞ
シ
侭
ｇ
は
目
岳
誤
‐
乞
麗
．
』
ミ
、
骨
§
ご
ミ
苫
ミ
ミ

、
ａ
詳
骨
ミ
の
ａ
⑮
苫
Ｒ
〕
心
句
壼
）
》
＄
雫
己
か

【
隠
ゆ
詞
．
（
ｇ
９
．
弓
ざ
冒
旦
鴇
亀
●
．
ｂ
鴎
崎
ミ
畠
冒
ご
魯
鳥
ご
爵
営
冒
冒
震
国
国
急
堅
亀
Ｐ
Ｑ
員
画
ミ
§
、
．
ｇ
日
胃
己
帰
ご
昌
蔚
風
ご
印
①
器
．

【
四
貝
○
ｇ
昌
目
》
〕
・
》
陣
の
胃
○
匡
口
い
Ｚ
．
（
呂
晟
）
．
シ
ロ
関
ｇ
胃
言
巴
画
ご
巴
淵
尉
旦
８
易
は
冒
陸
○
口
巴
吊
凰
①
ぎ
ぐ
呉
冒
、
冒
昏
①
ロ
呂
呂
８
易
感
冒
は
○
口
巴
禽
号
匡
口
旦
ｇ
ｇ
１
ｇ
屋
．

○
．
菌
詮
言
斡
Ｃ
葛
ａ
、
ミ
ミ
、
旦
固
８
苫
。
員
掌
恥
司
ｅ
〕
忠
ｌ
畠
．

【
制
与
邑
↓
］
．
ｚ
・
命
日
ｅ
・
弓
冨
ｇ
巨
吊
○
鹸
且
言
巨
胃
ｇ
巴
貝
＄
”
弓
冨
８
行
具
冒
ｇ
ｏ
日
巴
胃
閂
冒
鴨
冒
昏
①
の
胃
日
ｇ
ｏ
ｇ
牌
冒
ご
呂
巴
○
呂
再
．
ど
ミ
ミ
８
基
ご
ミ
誌
ミ
ミ

、
ミ
ミ
。
ミ
の
。
詩
苫
Ｒ
、
の
○
ｓ
．
沼
？
己
吊
．

尻
吊
与
匡
ゞ
］
・
Ｚ
．
（
ｇ
こ
）
．
国
①
昌
○
易
、
勺
号
胃
シ
ミ
胃
ｇ
①
閉
．
四
目
ｓ
①
両
囲
８
９
具
○
目
呂
目
は
８
巴
詞
２
５
言
ご
ミ
苫
ミ
ミ
旧
Ｓ
ｃ
§
且
９
ミ
冴
、
『
ｅ
ゞ
圏
‐
己
．

【
制
与
匡
、
］
．
Ｚ
．
（
曽
田
）
．
ロ
○
ぐ
○
蔚
圃
ロ
ロ
巳
呂
ｇ
口
８
日
目
９
＄
菖
昏
冨
瞥
８
日
厨
や
シ
ｇ
ｏ
器
‐
ｇ
は
ｇ
巴
目
巴
湧
厨
．
、
ミ
ミ
目
、
酋
色
自
留
山
圏

Ｆ
ｍ
ｐ
ｑ
閉
．
雪
．
旨
．
．
陣
も
８
口
閂
．
詞
．
（
己
囹
）
．
弓
ロ
①
甘
口
①
口
①
ロ
。
①
貝
旨
日
日
閏
『
旨
四
口
日
訂
制
禺
‐
四
○
巨
口
ロ
臼
呂
円
威
ぐ
①
．
ｚ
画
威
○
口
巴
国
匡
肘
①
、
巨
呉
両
ｏ
ｏ
ｐ
Ｏ
ｐ
号
勾
＄
①
閏
。
ｐ
○
画
目
ウ
国
。
、
①
↓

穐
心
（
写
、
ト
ヨ
ー
ヨ
。

富
思
い
》
ロ
、
エ

シ
ロ
の
日
亘
凰
ｏ
巴
臼
戸
巴
瀞
耐
呉
昏
①
津
島
四
口
○
○
口
胃
詳
昌
さ
ロ
巴
８
厘
鼻



191巻4号 120

淫
目
閉
口
ゞ
①
．
（
９
国
）
．
ロ
胃
昌
畠
○
目
己
冒
月
亀
屑
日
呂
巨
Ｐ
ｇ
Ｈ
８
昌
困
且
９
日
目
目
８
量
９
国
員
８
①
目
○
目
鼻
具
出
口
日
自
国
瞥
冨
］
且
四
月
ロ
扇
．
画
ミ
ミ
ご
ミ
苫
ミ

ミ
、
昌
言
ミ
、
ｓ
§
Ｒ
）
臼
ｓ
面
邉
と
Ｓ
、

の
侶
巴
、
］
．
シ
：
９
日
目
旨
、
シ
］
（
９
９
弓
扁
営
葺
且
冒
巴
冨
８
座
．
詞
．
冒
．
国
ｇ
菌
ａ
陣
【
・
ン
．
厨
且
闇
園
。
（
の
ｅ
ゞ
記
。
ミ
、
舟
昌
嵜
ご
§
・
幕
旦
冒
ｓ
ｏ
貫
騨
言
ミ
。
、
．
召
昌
＆
鴨
．

の
①
、
巴
．
］
．
シ
・
〕
倖
の
口
用
ｇ
ゞ
函
．
］
．
（
９
ｓ
）
．
弓
意
の
壁
、
⑮
ミ
、
○
・
塁
ミ
ロ
苫
旦
尋
⑮
』
ミ
ミ
ミ
苫
具
員
○
旦
里
記
恩
冴
言
冥
○
四
日
耳
昼
鴨
ロ
曰
く
閂
巴
ご
勺
制
閉
．

の
ロ
旨
閏
》
詞
目
．
》
陣
の
①
言
勾
．
（
己
呂
）
．
○
○
口
四
①
の
巴
○
冒
巴
８
口
可
２
月
旨
日
日
巴
冒
。
①
ロ
①
ロ
ロ
①
口
８
恥
弓
ロ
①
Ｑ
①
５
吋
日
日
画
貝
の
具
口
印
の
巨
ロ
恩
日
の
○
○
口
再
盲
す
○
Ｈ
‐
Ｈ
①
置
威
○
口
の
。
①
旦
凰
○
口
の
．

ら
ち
‐
己
麗
．
弓
言
淘
筐
昌
〕
ご
ミ
葛
ミ
旦
岡
８
ミ
ミ
爵
、
念
甲
お
い

普
吋
信
賜
］
両
：
陣
四
目
●
の
ぎ
ａ
ゞ
弓
⑦
．
（
９
９
．
画
苔
面
目
侭
昏
①
○
く
①
胃
昌
晶
○
胄
勗
．
普
頁
９
５
９
口
再
卑
①
８
号
貝
里
⑲
ご
ミ
、
ミ
ミ
、
。
言
冒
〕
ａ
（
圭
ら
臼
‐
匡
匡
．

陣
胃
目
ゞ
］
・
【
．
（
９
ｓ
．
○
○
口
の
葺
昌
○
口
巴
制
ぐ
冒
吾
四
目
号
の
駕
庁
目
く
①
Ｒ
Ｏ
Ｂ
８
８
具
８
滞
厨
の
巳
冨
．
』
ミ
ミ
ｓ
苫
ご
ｓ
苫
ミ
ミ
、
ミ
ミ
。
ミ
粋
詩
§
、
、
ｇ
ｅ
ゞ
畠
‐
匡
鱒

煕
胃
目
ゞ
］
．
【
．
色
白
ｅ
，
冒
包
ミ
ミ
、
。
ミ
ミ
ロ
苫
包
忽
昌
討
叱
計
９
ミ
ご
ミ
ミ
日
斡
ミ
ミ
』
寺
豊
８
．
○
目
号
凰
信
①
ご
昌
蔚
国
ｑ
も
制
閉
．

煕
胃
目
ゞ
］
・
瞬
陣
ぐ
目
冨
碩
の
．
命
ｇ
聖
．
弓
冨
ぐ
巴
月
旦
ぐ
畠
扁
用
２
口
：
隠
号
Ｐ
口
呂
９
８
回
目
旨
ｅ
ｇ
巴
○
ロ
ロ
５
５
．
』
ご
扇
鳶
口
苫
ご
ミ
苫
ミ
ミ
、
ミ
ミ
Ｇ
具
粋
詩
言
Ｒ
》
鼬

型
①
筋
目
．
田
（
呂
巨
）
．
、
ミ
ミ
自
営
謎
ミ
興
淳
旨
８
８
口
ロ
巳
蔚
旦
ｑ
印
①
路
．

忍
日
の
ｇ
①
Ｈ
ゞ
］
、
旨
．
（
乞
邉
．
弓
扁
自
目
冒
、
言
）
号
月
ａ
ｇ
８
具
８
目
厨
シ
８
口
５
日
目
く
①
９
頁
８
８
．
目
意
ご
駐
ミ
ミ
ミ
旧
侭
具
留
息
鴎
ゞ
煕
望
里
当
巴
当
合
．

詞
日
用
ｇ
閂
．
］
．
旨
§
倖
罰
閉
日
５
９
ゞ
両
．
、
．
（
呂
邑
．
豈
図
望
ミ
島
嵜
§
Ｇ
ミ
冒
烏
鴬
員
§
Ｒ
●
・
弓
意
、
昌
言
ミ
印
ミ
ミ
邑
旦
冒
舟
ミ
叱
尋
こ
§
§
．
ご
ｐ
ご
閂
の
昼
呉
○
三
８
恩

留
日
○
且
、
言
．
ゞ
陣
閏
月
目
目
《
可
．
（
ｇ
Ｅ
）
．
ロ
○
閉
口
＆
昌
翼
号
匿
ｑ
旨
Ｒ
８
附
昏
①
８
５
胃
昌
目
巴
８
日
肝
冒
号
月
且
①
月
亀
弓
扁
８
恩
○
国
且
］
自
国
ロ
、
ｇ
①
陣
昇
制
ロ
号
言

（
ご
認
ｌ
ら
縄
）
．
、
瞳
迂
吾
○
吾
ｓ
Ｒ
滝
周
、
只
甲
と
】
鹿
？
ち
房
．

の
凋
巴
、
］
．
シ
、
（
呂
巨
．
旨
９
９
巴
国
①
冨
急
日
．
夙
画
．
弓
ご
匪
口
四
目
ゞ
詞
・
ロ
．
【
①
行
日
ｇ
ゞ
陣
の
．
少
．
○
巴
号
冒
ゞ
自
毒
、
ｐ
ｓ
己
輯
冒
忌
。
：
旦
偏
員
屋
》
ミ
ミ
、
ミ
ミ
目
．
○
口
屯
○
旦
○
ａ
、

の
①
、
巴
．
〕
．
シ
，
．
陣
○
○
ぐ
閂
．
津
．
ロ
．
（
こ
＄
）
．
国
ｇ
さ
四
。
堅
く
巴
匡
吊
画
昌
口
吾
①
ぐ
日
吊
具
口
、
、
の
口
冒
①
日
①
○
○
口
昇
旨
昇
旨
躬
．
弓
意
』
ミ
、
恩
８
苫
、
。
ミ
骨
ミ
の
ｇ
§
８
殉
§
詩
ご
』
、
巽
里
．

両
○
画
ロ
①
ゞ
ロ
．
弓
翻
・
》
倖
の
口
凹
の
吾
》
国
．
］
．
（
届
認
）
．
の
愚
、
、
ミ
⑮
○
．
壁
葺
ｂ
Ｒ
時
ご
苫
』
昏
迂
苫
叱
．
言
．
函
．
句
吊
①
日
四
口

の
巴
四
》
、
．
●
幻
．
》
陣
の
ロ
叶
侭
鴨
》
］
・
甸
・
（
ｇ
Ｅ
）
．
ロ
閉
侭
凰
口
、
弓
の
の
扇
具
吾
①
の
巨
口
鼎
①
日
①
○
○
口
再
四
口
雷
Ｑ
ｇ
①
の
８
日
画
戴
○
口
具
屯
ｇ
吾
①
厨
．
、
ミ
ミ
。
ミ
淘
鴎
⑮
画
、
Ｓ
ｃ
謹
口
、
荷
、
萱
、
異
些
々

罰
眉
目
§
○
↓
【
．
シ
、
ゞ
の
ご
胃
．
ロ
．
旨
．
、
倖
詞
①
戸
罰
．
（
９
５
）
．
固
鬮
白
目
ロ
、
号
①
ロ
２
座
８
日
①
貝
具
冒
巳
曰
巴
百
号
Ｒ
ａ
９
８
．
、
昌
言
旦
記
鴎
、
ミ
Ｓ
ｃ
壁
ミ
穂
、
唇
、
８
，
面
題
ｌ
沼
野

国
８
日
号
．
三
．
］
：
陣
【
島
国
①
尻
ゞ
函
・
巨
．
（
９
ｓ
）
．
旨
鳥
貝
且
①
昌
巴
宛
凋
目
＄
曰
普
冒
ｇ
５
ｏ
呂
昇
ロ
９
回
目
冨
畏
日
唄
弓
言
』
悪
罵
§
口
蓋
、
ミ
ミ
Ｇ
ミ
粋
蔚
胃
、
詞
、
ミ
⑮
ご
』
℃
史
埋
『

（
い
）
》
、
ｏ
心
１
ｍ
』
④

四
つ
、
ｌ
い
い
Ｃ

祠
尉
の
の
の

、
、
『
１
，
ｍ
ｍ

］
．
②
ゴ
ー
い
つ
“



121-政治学における司法部門研究の現状と課題口．完

野
呂
①
》
鈩
切
．
（
乞
謁
）
．
弓
扁
国
辱
昏
呉
］
且
亘
巴
國
言
８
目
印
目
８
》
弓
冨
。
ｇ
呂
冒
号
口
巴
○
○
目
昌
冒
○
目
昌
閏
昌
蔚
Ｆ
３
月
呂
蔚
．
○
箆
○
ａ
ご
巳
蔚
国
目
印
①
閉
．

聾
目
①
・
鈩
切
．
（
呂
邑
．
９
房
耳
目
目
巴
○
○
日
厨
．
三
．
罰
Ｂ
ｇ
砂
丘
倖
杢
．
厭
き
（
＆
）
、
自
言
Ｑ
ｓ
ミ
輯
冒
患
。
忌
具
○
ミ
ミ
ミ
ミ
ミ
ｇ
畠
ミ
ミ
さ
葛
ミ
旧
昌
食
○
箆
○
ａ

聾
○
口
①
．
鈩
切
．
信
日
里
．
○

弓
門
冨
房
．
の
．
（
９
ｓ
）
．
尽
き
、
貴
意
爵
．
卓
守
ｇ
、
昌
胃
旦
辱
畠
言
昏
湧
ミ
ミ
野
卑
旨
８
８
口
ロ
巳
蔚
邑
ｑ
厚
①
閉
．

ご
ロ
呂
肖
．
、
陣
出
目
８
鼻
．
シ
・
，
旨
．
（
ｇ
ｇ
）
．
口
切
．
普
頁
①
日
①
○
呂
再
ロ
Ｒ
国
目
冨
禺
冒
喚
○
閉
①
の
農
９
８
ゞ
四
ａ
ｓ
①
シ
昼
目
巳
口
里
巨
８
匹
．
Ｆ
負
ご
齢
、
島
Ｑ
、
蝉
巽
望
画
韻
Ｉ
圏
口

ぐ
四
号
臼
四
の
．
（
９
日
）
．
Ｆ
唱
巴
昌
蔚
‐
旨
巳
日
巴
勾
里
呂
○
易
皿
Ｐ
ｏ
ｇ
５
‐
弓
胃
○
制
胃
鈩
口
胃
ｇ
ｇ
８
ｏ
ｇ
呂
目
号
口
巴
勾
２
５
言
込
蒼
亀
詩
§
百
ｓ
苫
ミ
ミ
、
昌
爵
ミ
の
ａ
§
Ｒ
、
窟

口
ロ
耳
く
①
儲
の
拝
ぐ
勺
吋
①
印
の

Ｉ

加
藤
紘
捷
（
二
○
一
五
）
『
概
説
イ
ギ
リ
ス
憲
法
亜
由
来
・
展
開
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
法
と
の
相
克
（
第
二
版
連
勁
草
書
房

木
下
和
朗
（
二
○
一
七
）
「
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
人
権
保
障
」
『
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
』
六
七
（
一
）
、
一
四
二
‐
一
○
八
．

曽
我
謙
悟
（
二
○
一
六
ａ
）
「
官
僚
制
研
究
の
近
年
の
動
向
卵
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
・
組
織
論
・
歴
史
的
制
度
論
（
上
）
」
『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
一
五
四
、
三
‐
一
五

曽
我
謙
悟
（
二
○
一
六
ｂ
）
「
官
僚
制
研
究
の
近
年
の
動
向
恥
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
理
論
・
組
織
論
・
歴
史
的
制
度
論
（
下
と
『
季
刊
行
政
管
理
研
究
』
一
五
六
、
四
‐
一
五

建
林
正
彦
・
曽
我
謙
悟
・
待
烏
聡
史
（
二
○
○
八
）
『
比
較
政
治
制
度
論
』
有
斐
閣

見
平
典
（
二
○
一
二
）
『
違
憲
審
査
制
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス
ー
現
代
ア
メ
リ
カ
連
邦
最
高
裁
判
所
の
積
極
化
の
背
景
』
成
文
堂

ぐ
目
冨
侭
ゞ
の
．
（
ｇ
Ｅ
）
．
国
青
冒
建
爵
旦
８
當
註
冒
註
ミ
ミ
ミ
ミ
苗
ご
冒
思
ミ
ミ
ミ
．
○
目
号
昌
后
①
ご
巳
く
①
旦
弓
印
①
閉
．

雪
①
冒
恩
牌
．
、
．
”
．
（
乞
麗
）
．
○
○
易
は
白
号
易
器
の
○
蔚
昌
９
８
煕
目
ｇ
目
閣
弓
扁
酉
巨
ｏ
巴
甸
目
且
呂
日
勗
呉
解
目
制
三
日
訂
５
．
ご
ｓ
葛
ミ
ミ
冒
農
言
註
ミ
ミ
ミ
ミ

弓
意
ミ
凰
房
ミ
駒
８
ミ
ミ
冒
冒
昌
浬
、
吋
菖
胃
零
鴬
斡
、
ｓ
、
鴇
旨
ミ
討
切
冒
画
隊
§
圏
§
思
貢
動
隠
℃
ｅ
画
忠
士
屋
．

君
巨
詳
冒
四
○
Ｐ
【
・
国
．
（
９
９
）
．
《
雲
目
５
５
８
①
国
○
ロ
門
司
国
①
ロ
ロ
与
国
四
口
角
一
姉
勺
○
岸
甘
巴
の
ロ
ロ
ロ
日
筋
さ
Ｈ
ｇ
の
両
〆
①
月
勗
①
具
旨
臼
旦
巴
罰
①
急
①
ミ
ヶ
］
ｇ
①
ロ
日
５
。
聾
禺
舟
の
ロ
ロ
３
日
①

○
○
匡
再
．
堅
営
ミ
肩
Ｓ
い
、
具
詳
吾
具
吻
。
奇
誌
８
記
§
詩
こ
》
ぬ
更
全
面
圏
１
９
○

言
８
百
ゞ
ン
．
．
陣
四
群
ｇ
侭
閂
．
、
．
（
ｇ
己
）
．
○
制
巳
ｇ
－
ｑ
，
９
日
ロ
①
凶
ｑ
四
目
ご
胃
田
圃
Ｂ
胃
両
恩
巨
ロ
日
、
犀
５
国
扇
昏
昌
呂
巴
冒
号
月
且
９
８
具
賠
画
ロ
ン
ｍ
ｇ
ｇ
閉
当
悪
風

画
罵
ｇ
§
苫
、
ミ
ミ
＆
、
い
い
（
ｅ
ゞ
園
？
爵
脚

（
い
）
づ
い
心
①
’
四
③
胃


